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南
宋
の
上
供
米
と
雨
税
米

島

居

康

は

じ

め

に

一
南
宋
初
期
の
上
供
米

-
上
供
の
飲
額
補
完
の
た
め
の
和
雑

2

行
在
省
倉
・
戸
部
和
羅
場
・
三
総
領
所
の
歳
殺
鰻
制

二
上
供
定
額
の
改
定
と
和
雑
米
の
備
蓄

-
上
供
定
額
の
改
定
と
上
供
米
調
達
州
軍
・
供
給
先
の
指
定

2

和
雑
米
の
備
蓄
鐙
制
と
備
蓄
倉
の
新
設
・
旗
充

3

南
宋
末
の
上
供
米
と
和
維
米

三
南
宋
に
お
け
る
雨
税
苗
米
の
歳
入
と
上
供
米
お
よ
び
留
州

お

わ

り

に
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はi

じ

め

南
宋
初
期
の
官
米
、
す
な
わ
ち
中
央
政
府
の
官
員
及
び
園
軍
兵
士
に
支
給
す
る
俸
給
米
と
軍
糧
米
は
、
雨
税
秋
苗
米
と
和
羅
米
と
を
そ
の
構

成
要
素
と
し
て
い
た
。
北
宋
時
代
の
上
供
米
の
構
成
も
、
雨
税
秋
苗
米
と
和
雑
米
と
の
二
部
分
か
ら
な
っ
て
お
り
、
南
宋
に
お
い
て
も
紹
興
末

年
こ
ろ
ま
で
は
、
上
供
米
の
こ
の
よ
う
な
構
成
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
南
宋
時
代
を
通
じ
て
官
米
の
調
達
方
式
が
北
宋
時
代
と
同
じ

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
宋
代
の
官
米
調
達
に
お
け
る
、
雨
税
苗
米
上
供
米
l
和
雑
米
三
者
の
相
互
連



闘
を
明
確
に
す
る
課
題
と
し
て
追
求
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
肢
で
は
三
者
の
関
連
が
な
お
不
明
確
な
ま
ま
で
、
北
宋
・
南
宋
を
逼

じ
て
同
じ
方
式
が
用
い
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(

1

)

 

北
宋
時
代
の
上
供
米
潜
運
に
つ
い
て
は
青
山
定
雄
氏
の
先
駆
的
な
研
究
が
あ
る
ほ
か
、
北
宋
・
南
宋
時
代
を
通
じ
て
の
和
羅
の
質
態
、

お
よ

び
江
南
を
中
心
と
し
た
雨
税
苗
米
額
の
推
移
な
ど
に
つ
い
て
は
斯
波
義
信
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
り
、
豊
富
な
史
料
と
統
計
的
方
法
に
よ
っ
て

(
2〉

詳
細
な
検
討
を
加
え
ら
れ
た
。
本
稿
も
氏
の
研
究
に
依
援
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
南
税
苗
米
|
上
供
米
|
和
緩
米
三
者
の
相
互
連
闘
の

明
確
化
と
い
う
課
題
に
照
ら
し
た
と
き
、
な
お
い
く
つ
か
の
検
討
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
南
宋
の
官
米
調
達
シ
ス
テ
ム

全
瞳
の
中
で
の
苗
米
上
供
額
と
和
雑
額
と
の
関
係
や
、
州
鯨
の
現
場
に
お
け
る
雨
税
苗
米
の
賓
際
の
徴
牧
額
と
中
央
へ
の
上
供
額
と
の
関
係
な

ど
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
南
宋
に
お
け
る
「
上
供
」
概
念
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
雨
税
苗
米
の
「
原
額
」
と
い
わ
れ

る
も
の
の
貫
態
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
南
宋
の
官
米
調
達
方
式
の
分
析
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
今
な
お
研
究
が

- 35-

不
十
分
な
南
宋
の
雨
税
を
考
え
る
上
で
、
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。

南
宋
初
期
の
上
供
米

南
渡
の
後
、
紹
興
二
十
九
年
(
一
一
五
九
)
ま
で
の
約
三

0
年
聞
の
時
期
の
、
官
米
調
達
に
お
け
る
上
供
米
と
雨
税
苗
米
お
よ

び
和
雑
米
と
の
関
係
を
扱
う
。
こ
の
時
期
は
、
北
宋
時
代
の
上
供
米
の
構
成
と
調
達
方
式
を
踏
襲
し
て
い
た
時
期
、
す
な
わ
ち
上
供
額
が
雨
税

苗
米
と
和
雑
米
と
を
合
わ
せ
た
額
と
し
て
設
定
さ
れ
、
南
税
苗
米
だ
け
で
は
上
供
額
を
充
た
せ
な
い
部
分
、

て
は
和
雑
米
で
こ
れ
を
補
う
と
い
う
方
式
が
採
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

本
節
で
は
、

つ
ま
り
上
供
の
依
額
部
分
に
つ
い

l 

上
供
の
歓
額
補
完
の
た
め
の
和
雑

569 

周
知
の
ご
と
く
、
北
宋
時
代
の
上
供
米
は
、

一
部
華
北
の
も
の
を
除
く
と
、
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
東
南
六
路
と
い
わ
れ
る
地
域
か
ら
、
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|北 宋租額 |南 宋 「醐J I紹興29年新定額

I佐南路 1，500，000 

江南東路 991，100 930，000 850，000 

江南西路 1，208，900 1，260，000 970，000 

剤湖南路 650，000 650，000 550，000 

剤湖北路 350，000 350，000 100，000 

雨街路 1，500，000 1，500，000 850，000 

Z十 6，200，000石 | 4，690，000石 | 3，320，000石

南宋上供米定額表 1

-北宋租額は『宋舎要』食貨四二宋潜運所引 『墨妊漫録』淳化四

年 (993)額上供米による。

・南宋「葱額」及び紹興29年新定額は「要録」 巻183紹興二十九

年八月甲EX;僚による。

毎
年
約
六

O
O寓
石
を
上
供
定
額
と
し
て
、
漕
運
に
よ
っ
て
首
都
開
封
に
運
ば

れ
て
来

た
。
た
だ
し
雨
税
苗
米
と
し
て
貫
際
に
徴
牧
さ
れ
上
供
さ
れ
た
米
は
年
に
約
四

O
O寓
石

で
あ
り
、
こ
の
額
は
こ

の
六
路
の
雨
税
苗
米
の
総
諜
額
約
八

O
O高
石
の
ほ
ぼ
牟
分
に
遁

(
3
)
 

ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
上
供
定
額
六

O
O高
石
の
約
三
分
の

一
に
あ
た
る
二
O
O蔦

石
は
、

上
供
額
設
定
の
嘗
初
か
ら
、
各
路
の
豊
凶
や
米
債
の
貴
賎
を
見
な
が
ら
計
霊
的
か

つ
恒
常
的
に
牧
縫
さ
れ
調
達
さ
れ
た
米
で
あ
っ
た
。

南
宋
に
入
る
と
、
金
と
園
境
を
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
准
南
東
西
路
が
上
供
封
象
地
か

北
宋
時
代
に
は
江
南
東
路
に
腐
し
て
い
た
江
州
が
、

(

4

)

 

(
一
二
三
)
に
江
南
西
路
に
改
隷
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
約
六
高
石
の
上
供
額
が
江

ら
外
さ
れ
た
。

ま
た
、

紹
興
元
年
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東
か
ら
江
西
へ
移
し
替
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
箆
更
を
除
く
と
、
表
ー
に
一か
す
よ
う
に
、

他
路
の
上
供
額
は
北
宋
時
代
の
租
額
を
そ
の
ま
ま
縫
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
南
宋
初一
期
の

上
供
米
は
総
額
四
六
九
高
石
を
定
額
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
後
に
「
蓄
額
」
と

呼
ば
れ
た
額
で
、

北
宋
時
代
と
同
様
、
南
税
苗
米
と
和
羅
米
と
を
合
わ
せ
た
額
で
あ
る
。

な
お
、
南
宋
の
上
供
米
封
象
地
域
は
、
北
宋
時
代
と
同
様
、
一
踊
建

・
贋
南

・
四
川
は
最

初
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
四
川
は
、
南
宋
に
お
い
て
一
個
の
軍
事
的

・
経
済
的
に
濁
立
し
た
地
域
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、
官
米

の
調
達
に
お
い
て
は
、
南
税
苗
米
の
上
供
額
が
必
要
な
寧
糧
の
入

・
三
%
と
極
端
に
少
な
く
、

(
5
)
 

濁
自
の
調
達
盟
系
を
採
用
し
て
い
た
。

雨
宋
初
期
の
上
供
米
の
調
達
に
つ

い
て
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
を
和
雑
に
依
存
す
る
と
レ
う
、

ま
だ
臨
安
に
園
都
を
定
め
る
以
前
、
進
南
が
な
お
上
供
封
象
地
で
あ
っ
た
時
期
の
、
進
南

・
雨

街
に
お
け
る
上
供
の
賓
態
を
伺
わ
せ
る
史
料
が
あ
る
。

『
宋
舎
要
』
食
貨
四
三
漕
運
三
、
建
炎
二
年
(
一
一
二
八
〉
五
月
十
九
日
の
詔
に
、



准
漸
今
歳
未
だ
起
せ
ざ
る
の
額
刷
所
、
准
南
は
一
百
四
高
七
千
儀
碩
、
雨
前
は
六
十
八
高
七
千
徐
碩
な
り
。

と
あ
り
、
こ
れ
を
雨
路
の
上
供
定
額
と
比
べ
る
と
、
准
南
で
は
定
額
の
約
三
O
%
、
商
船
削
で
は
約
五
四
%
し
か
調
達
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

そ
し
て
そ
の
後
、
皐
魅
が
ひ
ど
か
っ
た
と
い
う
紹
興
五
年
(
二
三
五
)
の
江
西
で
は
少
な
く
と
も
約
四
O
%
以
上
の
苗
米
は
寅
催
さ
れ

(
6〉

(
7〉

て
い
る
が
、
例
年
よ
り
多
か
っ
た
と
い
う
紹
興
六
年
の
江
西
で
も
約
七
八
%
の
寅
催
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
江
西
で
は
苗
米

の
貫
催
が
上
供
定
額
の
八
O
%
を
超
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戦
範
に
よ
る
生
産
の
落
ち
込
み
ゃ
稔
迭
の
困
難
な
ど
に
よ
り
、
他
路
に
お
い
て

も
苗
米
の
賓
催
額
や
上
供
米
職
迭
は
大
き
く
減
少
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

る。
こ
の
よ
う
に
嘗
時
は
上
供
米
の
定
額
の
確
保
が
困
難
で
あ
り
、
苗
米
の
寅
催
も
少
な
く
、
ま
た
職
、
迭
の
不
安
定
と
い
う
問
題
を
か
か
え
て
い

た
た
め
、
毎
年
の
よ
う
に
和
薙
が
行
わ
れ
て
い
た
。
衣
に
紹
興
前
牢
こ
ろ
の
主
な
和
濯
の
事
例
を
一
示
す
。

紹
興
二
年
(
一
二
三
一
〉

(

8

)

 

江
東
・
江
西
で
各
一
O
高
石
を
和
薙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
建
康
府
、
鏡
州
府
に
封
椿
し
た
。
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同

(
9
)
 

新
西
で
米
二
O
高
石
、
馬
料
一
五
高
石
を
博
緯
し
た
。
米
は
一
石
五
貫
、
緩
本
は
二
五
O
高
貫
で
あ
っ
た
。

(
叩
)

一
O
O
高
石
を
和
雑
し
た
が
、
う
ち
雨
前
・
江
東
西
で
六
四
高
石
を
占
め
た
。

紹
興
三
年
三
二
三
ニ
)

紹
興
四
年
(
二
三
四
)

(

日

〉

年
例
の
九
O
高
石
〈
懇
本
三
六
O
高
貫
)
に
薙
本
二
O
O
寓
貫
を
追
加
し
、
計
一
四
O
高
石
を
和
維
し
た
。

ハ
ロ
〉

江
南
の
早
禾
米
を
瞳
紗
六
O
高
絹
で
和
雑
し
た
。

紹
興
五
年
(
二
三
五
〉

紹
興
六
年
三
二
ニ
六
〉

(
日
)

江
西
の
和
雑
米
四
O
高
石
の
う
ち
三
高
石
を
減
克
し
た
が
、
賓
放
は
三
四
三
、
五
O
九
石
で
あ
っ
た
。

(

U

)

 

殺
本
四
O
O
高
貫
で
六
路
で
和
薙
し
た
。

こ
こ
で
こ
の
時
期
の
上
供
米
の
定
額
と
南
税
米
・
和
維
米
と
の
量
的
な
閥
係
を
具
韓
的
に
見
て
み
よ
う
。
李
網
の
『
梁
譲
先
生
文
集
』
巻
九

六
「
准
省
割
催
諸
州
軍
起
護
大
軍
米
奏
朕
」
に
は
、

紹
興
八
年
(
二
三
八
)

571 

契
勘
し
た
る
に
、
本
路
の
上
供
等
米
、
秋
苗
を
以
て
椿
耕
す
る
に
係
る
。
兵
火
を
経
て
自
り
の
後
、
多
く
逃
閣
有
り
、
及
び
閉
ま
災
傷
有

り
て
、
年
分
催
す
所
の
税
賦
、
例
と
し
て
皆
な
蓄
額
に
及
ば
ず
。
其
の
上
供
の
敷
、
逐
年
並
び
に
朝
廷
の
除
舗
を
蒙
り
、
抵
だ
貫
催
の
米
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放
を
以
て
起
設
す
る
の
み
。
照
封
し
た
る
に
、

上
供
米
は
沓
額
一
百
二
十
六
蔦
九
千
碩
な
り
。
紹
興
六
年
の
一
路
の
質
催
の
秋
苗
を
舎
計

し
た
る
に
、

止
だ
九
十
八
高
三
千
三
百
五
十
九
碩

一
斗
六
升
有
る
の
み
。

上
供
一
十
六
鳶
九
千
碩
を
減
克
す
る
を
蒙
る
と
雌
も
、
外
に
猶

お
一
十
一
高
六
千
石
あ
り

是
れ
貫
催
の
苗
米
外
の
虚
数
に
係
れ
ば

従
っ
て
出
す
所
無
し
。

弁
び
に
和
雑
米
は
三
高
を
減
売
す
る
の

外、

三
十
七
高
石
を
牧
絡
し
た
る
も
、
度
・

筒
州
見
に
盗
賊
有
る
に
縁
り
、
牧
雑
未
だ
足
ら
ず
、

日
を
裁
り
て
終
に
己
に
三
十
四
高
三
千

五
百
九
石
六
斗
五
升
を
雑
し
、
及
び
紬
絹
折
納
米
五
高
六
千
八
百
一
十
三
石
六
斗
九
升
三
合
あ
り。

巳
上
の
三
色
、
共
に
賀
に
合
に
設
す

ベ
き
の
米
一
百
三
十
八
高
三
千
六
百
八
十
二
石
五
斗
三
合
な
り
e

紹
興
六
年
に
は
約
一
七
蔦
石
を
減
売
し
上
供
額
を
一
一

O
蔦
石
と
し
た
。
苗
米
は

九
八
高
石
以
上
を
宜
催
し
た
が
、
な
お
約
一
二
高
石
が
不
足
す
る
。
こ
の
年
江
西
の
和
雑
は
四

O
高
石
と
定
め
ら
れ
、
三
寓
石
減
額
さ
れ
た
も

の
の
、
盗
賊
の
た
め
牧
殺
で
き
な
い
所
も
あ
り
、
三
回
高
石
除
を
得
た
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
に
紬
絹
折
納
米
を
加
え
、
質
催
米
と
合
わ

と
あ
り
、
江
西
で
は
毎
年
の
上
供
米
が
定
額
を
充
た
さ
ず
、

一
O
高
石
の
上
供
定
額
を
充
た
す
た
め
に
は
一

二
寓
石
程
度
の
和
維
を
行
え
ば
よ
く
、

ば
、
苗
米
の
宜
催
九
八
高
石
以
上
を
全
額
上
供
す
る
必
要
は
な
く
、
七

O
高
石
程
度
を
上
供
す
れ
ば
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
和
殺
は
た

或
い
は
逆
に
、

四
O
高
石
の
和
維
を
行
う
の
で
あ
れ
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せ
て
計
一
三
八
高
石
除
を
起
設
す
る
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
百
米
貿
催
が
九
八
高
石
以
上
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
減
額
さ
れ
た
一

し
か
に
上
供
の
飲
額
の
補
完
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
額
は
江
西
一
路
の
上
供
定
額
に
劃
す
る
不
足
分
を
超
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
上
供
依
額
の
補
完
の
た
め
の
和
維
が
必
ず
し
も
嘗
一
該
路
内
で
完
結
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
よ

る
。
和
維
は
上
供
針
象
地
域
で
あ
る
六
路
全
睦
に
貫
施
さ
れ
、
時
に
は
議
定
を
襲
更
し
て
纏
本
1

|
和
濯
の
た
め
の
資
金
ー
ー
を
他
路
に
移
し

て
牧
雑
す
る
こ
と
も
あ
る
。

『
宋
曾
要
』
食
貨
四
O
市
薙
糧
草
、
紹
興
十
三
年
(
二
四
三
)
九
月
九
日
の
臣
僚
の
言
に
、

市
川
西
の
州
鯨
、
去
歳
冗
皐
し
、
禾
稼
を
傷
損
し
た
れ
ば
、

い
て
就
縫
せ
り
。

而
れ
ど
も
湊
額
駕
れ
に
預
ら
ざ
れ
ば
、

秋
税
を
検
放
せ
り
。
朝
廷
歳
数
す
る
を
以
て
、
嘗
て
降
本
を
移
し
、
江
西
に
於

民
間
初
よ
り
儲
積
無
き

一
州
一
牒
の
減
ず
る
所
、

十
分
の
一
二
に
及
ば
ず
。

に
、
宮
司
催
督
す
る
こ
と
星
火
よ
り
急
な
れ
ば
、
債
を
増
し
て
牧
濯
し
て
轍
納
す
る
を
克
れ
ず
。



と
あ
り
、
南
新
に
封
す
る
雑
木
を
そ
の
ま
ま
江
西
に
移
し
て
牧
濯
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
六
路
の
豊
凶
、
米
債
の
貴
賎
を
み
て
護
運
司
が
牧
殺

し
た
北
宋
時
代
の
上
供
米
の
調
達
方
式
と
形
の
上
で
は
同
じ
で
あ
る
。

和
緩
の
方
式
が
北
宋
時
代
と
同
様
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
南
宋
初
期
の
上
供
米
の
調
達
に
お
い
て
北
宋
時
代
と
異
な
る
所
は
、
北
宋
時
代
に
は

雨
税
米
の
上
供
額
四

O
O高
石
が
長
期
間
安
定
し
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
超
え
て
雨
税
米
を
上
供
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に
射
し
、
南
宋
初

期
に
は
全
韓
的
な
生
産
の
落
ち
込
み
の
な
か
で
、
年
次
ご
と
の
饗
動
を
と
も
な
い
な
が
ら
南
税
苗
米
の
寅
催
額
を
こ
と
ご
と
く
上
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
貼
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
時
割
腹
型
と
も
い
う
べ
き
襲
則
的
な
上
供
方
式
は
、

や
が
て
改
革
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

2 

行
在
省
倉
・
戸
部
和
羅
場
・
三
組
領
所
の
歳
縫
瞳
制

(

日

)

紹

興

八

年

(

二

三

八

)

に

は

戸

部

和

羅

場

が

臨

安

に

設

け

ら

れ

、

雨

准

・

江

東

西

・

湖

贋

京

西

の

三

道

(

日

山

〉

(

幻

)

に
総
領
軍
馬
銀
糧
官
を
置
い
て
総
領
所
腫
制
が
護
足
し
た
。
ま
た
同
年
六
月
に
は
、
行
在
の
省
倉
を
上
中
下
の
三
界
に
分
っ
た
。
省
倉
は
雨
街

路
の
上
供
米
総
額
一
五

O
高
石
を
受
納
す
る
。
戸
部
和
羅
場
と
三
線
領
所
と
は
、
と
も
に
上
供
米
の
絞
額
を
補
う
た
め
の
和
殺
を
行
う
こ
と
を

そ
の
主
な
任
務
と
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
行
う
年
聞
の
和
雑
を
定
額
化
し
た
の
は
、
紹
興
十
八
年
(
二
四
八
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
宋
舎
要
』
食
貨
四

O
市
雑
糧
草
、
同
年
閏
八
月
五
日
の
宰
執
の
進
呈
に
、

紹
興
十
一
年
(
一
一
四
一
〉
五
月
、
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江
新
湖
南
路
、
米
餅
を
和
維
す
る
に
、
昨
ご
ろ
紹
興
元
年
自
り
以
後
、
本
を
降
し
て
逐
路
の
轄
運
司
に
付
し
て
和
雑
せ
し
め
、
支
遣
を
補

助
す
。
今
来
雨
園
和
を
通
じ
、
農
民
業
に
安
ん
じ
て
墾
闘
し
、
国
土
漸
く
贋
く
、
戸
部
の
財
賦
、
粗
ぼ
支
用
す
る
に
足
る
。

と
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
和
雑
は
逐
路
の
轄
蓮
司
に
雑
木
を
給
付
し
て
行
な
っ
て
き
た
が
、
宋
金
和
議
が
な
り
、
戸
部
の
歳
入
も
ほ
ぼ
確
保
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
同
月
九
日
の
戸
部
の
言
に
、

573 

内
外
大
軍
等
の
歳
計
の
粗
餅
は
、
江
漸
位
一
寸
路
の
上
供
を
除
く
の
外
、
昨
ご
ろ
指
揮
を
降
し
、
行
在
の
省
倉
井
び
に
准
東
西
・
湖
贋
等
路
の

三
総
領
所
を
し
て
牧
殺
し
、
以
て
儲
蓄
を
慶
く
せ
し
む
。
:
:
:
江
新
等
路
の
年
例
本
を
降
し
て
和
羅
す
る
の
米
数
は
、
唯
だ
逐
倉
に
藷
し



574 

60，000 

50，000 

250，000 

臨安府 200，000
卒江府 200，000

准 西 165，000

准東 150，000

湖底 150，000

「宋曾要」 食貨四O市縫糧草， 紹興十

八年間八月九日係，及び 「要録』各158

同年月日僚による。

場経
門

μ
4
京
什部戸(

凶
)

一
五

O
寓
石
で
あ
っ
た
。
こ
の
額
が
雨
漸
路
の
上
供
総
額
で
あ
る
。

し
か
し
全
額
を
南
税
苗
米
の
上
供
で
ま
か
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
和

(
山
口
〉

擢
が
行
わ
れ
る
。
雨
街
路
の
和
雑
は
こ
の
三
倉
が
行
う
歳
額
三
五
寓
五
千
石
の
ほ
か
、

行在省倉・戸部和維場・

三総領所歳怒額

界

界

界

上

中

下
倉

表 2

省、

所伊、帯型、

1，225，000石L
l
 

壬-
ロ

殺
場
は
、
行
在
と
蘇
州
(
卒
江
府
)
と
の
二
箇
所
あ
り
、

て
、
贋
く
緩
買
を
行
わ
し
む
。
今
毎
歳
牧
朋
殺
す
る
の
数
回
を
立
定
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
轄
運
司
に
よ
る
牧
緩
を
や
め
て
、
〈
一
)
行
在
省
倉
、

会
む
准
西
総
領
所
、

総
領
所
の
計
五
所
に
お
い
て
、
毎
年
定
額
の
和
朋
粧
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ

合
一
〉
戸
部
和
縫
場
、

(
四
〉
准
東
紹
領
所
、

(
五
)
湖
庚

れ
の
歳
殺
額
は
表
2
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
(
一
)
行
在
省
倉
に
は
、

上
中
下
の
三
界
が
あ
っ
た
。
上
界
の
米
は
宗

室

・
百
官
に
供
給
さ
れ
、
民
戸
の
上
供
し
た
「
白
苗
米
」
を
南
倉
に
納
め
る
。
中
界

の
米
は
衛
士
・
五
軍
兵
士
に
供
給
さ
れ
、

米
は
諸
軍
の
月
糧
に
供
給
さ
れ
、

「
次
十
回
米
」
を
北
倉
に
納
め
る
。

下
界
の

「
糧
米
」
を
東
倉
に
納
め
る
。
三
界
の
穂
額
は
年
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公
一
)
戸
部
和
濯
場
が
行
う
も
の
が
あ
っ
た
。
戸
部
和

紹
興
十
八
年
に
は
和
雑
額
を
各
二

O
高
石
と
定
め
、

こ
れ
に
よ
り
雨
新
一
路
の
歳
縫

額
は
、
約
七
六
高
石
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
雨
新
路
の
上
供
定
額
一
五

O
高
石
の
約
牟
分
が
恒
常
的
な
和
濯
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
つ
二
)
准
西
総
領
所
は
建
康
府
に
置
か
れ
て
歳
雑
額
を
一
六
高
五
千
石
と
定
め
、
(
四
〉
准
東
館
領
所
は
鎖
江
府
に
置

か
れ
て
歳
雑
額
を
一
五
高
石

(
五
)
湖
底
風
総
領
所
は
郡
州
に
置
か
れ
て
歳
纏
額
を
同
じ
く

一
五
高
石
と
定
め
た
。
三
総
領
所
の
歳
殺
額
の
合

計
は
四
六
高
五
千
石
、
雨
漸
路
と
合
わ
せ
る
と
約
一
二
二
寓
五
千
石
の
和
雑
が
恒
常
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
定
額
化
さ

れ
た
和
雑
は
、
こ
の
こ
ろ
に
は
附
加
税
化
し
て
強
制
的
に
農
民
に
割
り
附
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
も
つ
ば
ら
商
人
が
客
販
す
る
米
に
よ
っ

(

初

)

た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、

こ
の
時
期
の
上
供
米
、
南
税
苗
米
お
よ
び
和
維
米
の
関
係
を
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
南
宋



が
北
宋
か
ら
継
承
し
た
上
供
租
額
は
四
六
九
高
石
、
紹
興
十
八
年
に
定
額
化
さ
れ
た
五
所
の
和
縫
組
額
は
一
一
一
一
一
高
五
千
石
、
そ
の
差
額
す
な

(

幻

)

わ
ち
三
四
六
高
五
千
石
が
雨
税
苗
米
の
上
供
額
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
年
の
貫
催
の
上
供
米
は
三

O
O高
石
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

和
緩
が
全
額
行
わ
れ
た
と
し
て
も
四
六
寓
五
千
石
が
な
お
不
足
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
和
緩
米
の
方
は
定
額
化
さ
れ
た
も
の
の
、
雨
税
苗

米
の
上
供
の
方
は
、
従
来
ど
お
り
質
催
を
そ
の
ま
ま
上
供
す
る
と
い
う
不
安
定
さ
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
と
き
に
は
な
お
上
供

定
額
に
劃
し
て
不
足
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
南
税
苗
米
の
徴
牧
貫
績
が
良
好
な
年
に
は
、
こ
の
程
度
の
不
足
は
克
服
さ
れ
う
る
は
ず
で
、
事
寅
歳
薙
額
を
定
め
て
八
年
を
経
た

紹
興
二
十
六
年
(
一
一
五
六
)
に
な
る
と
、
『
要
録
』
巻
一
七
二
、
同
年
五
月
庚
申
の
僚
に
、

戸
部
向
室
田
韓
通
言
う
、
諸
路
州
軍
の
上
供
米
、
:
:
:
望
む
ら
く
は
戸
部
を
し
て
、
歳
計
の
徐
に
於
い
て
、
支
援
し
て
建
康
・
鎖
江
南
総
領

に
各
お
の
一
百
高
石
を
付
し
、
:
:
:
或
い
は
水
皐
に
値
ら
ば
、
則
ち
軍
食
を
補
助
し
、
取
援
し
て
賑
済
せ
ん
。

「
歳
計
の
徐
」
す
な
わ
ち
そ
の
年
の
職
、途
額
が
上
供
定
額
を
超
え
れ
ば
、
そ
の
齢
剰
は
准
西
・
准
東
南
総
領
所
に
各
一

O
O寓
石
、

計
二

O
O寓
石
を
目
標
に
備
蓄
し
て
干
害
に
備
え
、
軍
食
の
補
助
や
賑
済
に
充
て
る
と
し
て
い
る
。
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と
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
紹
興
十
八
年
に
お
け
る
歳
懇
額
の
設
定
は
、
も
と
も
と
上
供
米
の
調
達
の
恒
常
的
な
不
安
定
性
に
割
腹
し
て
和

濯
で
一
定
量
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
措
置
で
あ
っ
た
が
、
南
税
苗
米
は
年
々
賞
催
額
を
そ
の
ま
ま
上
供
さ
せ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
後
年
に
よ

っ
て
は
上
供
定
額
を
超
え
て
賓
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
徐
剰
を
組
領
所
に
備
蓄
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
上
供
定
額
を
超
え
て
の
米
の
備
蓄
に
つ
い
て
は
、

『
要
録
』
巻
一
八
五
、
紹
興
三
十
年
夏
四
月
乙
丑
の
僚
に
、

初
め
て
戸
部
に
命
じ
、
鎖
江
・
建
康
に
於
い
て
、
各
お
の
別
に
米
首
高
餅
を
儲
え
、
以
て
水
皐
に
備
え
、
軍
食
を
助
け
し
む
。
其
の
後
鎮

江
の
儲
う
る
所
九
十
五
高
払
駄
に
至
り
、
建
康
の
儲
う
る
所
六
十
二
高
品
駄
に
至
る
。

と
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
一

O
O高
石
の
「
別
儲
」
備
蓄
目
標
額
に
劃
し
て
、
鎮
江
(
准
東
総
領
所
〉
で
は
九
五

建
康
(
准
西
総
領
所
)
で
は
六
二
高
齢
石
の
備
蓄
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
紹
興
三
十
二
年
三
二
ハ
二
〉
に
は
、
南
抑
制
領
所
に
は
す

紹
興
三
十
年
(
一
二
ハ
O
〉
に
は
、

575 

寓
徐
石
、
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(

勾

)

で
に
各
一

O
O高
石
の
備
蓄
が
行
わ
れ
、
宣
撫
司
の
移
屯
に
備
え
て
支
用
さ
れ
た
。
ま
た
『
宋
舎
要
』
食
貨
四

O
市
羅
糧
草
、

隆
輿
元
年
(
一

一
六
一二
)
七
月
二
十
五
日
の
戸
部
の
言
に
は

欲
す
ら
く
は
祈
西
路
に
て
四
十
高
碩
を
濯
し
、
本
銭
八
十
商
貫
を
支
降
し
、
懇
し
到
れ
る
米
は
准
東
総
領
所
に
援
付
し
、
椿
積
米

一
一白高

石
の
敢
に
補
湊
す
る
を
除
く
の
外
、
絵
は
井
び
に
卒
江
府

・
鋲
江
・
常
州
に
赴
い
て
安
頓
せ
ん
。
江
東
路
に
て
三
十
高
石
を
雑
し
、
本
銭

六
十
寓
貫
を
支
降
し
、
雑
し
到
れ
る
米
は
、
准
西
総
領
所
に
援
赴
し
、
椿
積
米
一
百
寓
碩
の
数
に
補
湊
す
る
を
除
く
の
外
、
徐
は
井
び
に

建
康

・
太
卒
州

・
池
州
に
赴
い
て
安
頓
せ
ん
、

と

と
あ
り
、
准
東

・
准
西
総
領
所
は
そ
れ
ぞ
れ

一
O
O寓
石
の
和
雑
に
よ
る

「椿
積
米
」
、
す
な
わ
ち
備
蓄
米
の
目
標
額
を
も
ち
、

こ
れ
を
超
え

次
節
で
見
る
よ
う
に
上
供
定
額
の
改
定

|
l
切
り
下
げ
|

ー

が
行
わ
れ
た
。
定
額
改
定
の
背
景
に
は
、
定
額
を
超
え
て
の
和
濯
に
よ
る

「
別
儲
米
」

て
さ
ら
に
徐
っ
た
米
は
、
管
下
諸
州
の
備
蓄
に
因
さ
れ
た
。

一
五
六
)
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

上
供
定
額
外
に
備
蓄
米
の
目
標
額
を
初
め
て
設
定
し
た
の
は
紹
興
二
十
六
年
(
一

そ
の
三
年
後
の
紹
興
二
十
九
年
(
二
五
九
〕
、

「椿
積
米
」
備
蓄
の
順
調
な
準
展
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
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れ
る
。

上
供
定
額
の
改
定
と
和
雑
米
の
備
蓄

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
北
宋
時
代
の
租
額
を
継
承
し
た
上
供
定
額
は
、
構
成
の
う
え
で
は
南
税
苗
米
と
和
雑
米
と
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
の

う
ち
南
税
苗
米
は

南
渡
直
後
か
ら
そ
の
組
額
は
も
ち
ろ
ん
、

上
供
定
額
の

二
分
の

一
か
ら
三
分
の

二
程
度
の
徴
税
寅
績
し
か
な
か
っ
た
た

め
、
紹
興
十
八
年
に
は
、
行
在
省
倉
等
五
所
で
和
維
の
年
目
標
一
二
二
高
五
千
石
が
定
額
化
さ
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
苗
米
は
質
催
分
を
そ
の
ま
ま

上
供
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
時
に
上
供
定
額
を
こ
え
て
齢
剰
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、
紹
興
二
十
六
年
に
は
准
西

・
准
東
南
総
領
所
に
各

一

0
0高
石
、
計
二

O
O高
石
の
備
蓄
目
標
を
立
て
、
軍
食
の
補
助
と
賑
慣
に
備
え
る
瞳
制
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
備
蓄
が
可
能
に
な
っ
た
背
景

に
は
、
宋
金
関
係
の
安
定
と
そ
れ
に
と
も
な
う
苗
米
生
産
の
回
復
、
前
進
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
和
濯
が
定
額
化
さ
れ
、
備
蓄
目



標
も
設
定
さ
れ
た
も
の
の
、
雨
税
苗
米
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
寅
催
額
を
そ
の
ま
ま
上
供
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
朕
況
は
や
が
て
閲

も
な
く
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

1 

上
供
定
額
の
改
定
と
上
供
米
調
達
州
軍
・
供
給
先
の
指
定

『
宋
舎
要
』
食
貨
六
四
上
供
、
紹
興
二
十
八
年
五
月
十
二
日
の
僚
に
、

向
書
駕
部
郎
中
張
宗
元
言
う
、
比
年
以
来
、
諸
路
震
納
せ
る
米
餅
数
少
な
し
。
朝
廷
諸
路
の
羅
本
の
湊
額
銭
を
賂
て
、
行
在
の
和
羅
場
及

び
三
路
の
紹
領
司
に
援
赴
し
、
米
制
問
を
牧
濯
し
、
支
遣
を
補
助
す
る
を
克
れ
ず
。
欲
し
望
む
ら
く
は
、
有
司
に
詔
し
て
、
諸
路
轄
運
司
に

す
べ
か
ら

行
下
し
、
今
自
り
後
須
管
く
毎
年
合
に
牧
む
べ
き
の
寅
敷
を
開
具
し
、
:
:
:
若
し
寅
数
既
に
愚
き
て
稽
考
す
べ
く
、
抱
欠
を
致
さ
ざ
る
を

見
れ
ば
、
則
ち
立
て
て
成
法
と
篇
さ
ん
。
三
年
の
後
、
椿
積
の
敷
五
百
高
石
に
及
ぶ
を
下
ら
ざ
れ
ば
、
本
を
降
し
て
額
を
湊
す
の
外
、
毎

歳
又
た
二
百
寓
絹
あ
れ
ば
、
以
て
他
用
を
助
け
ん
、
と
。

- 43ー

と
あ
り
、
雑
本
を
降
し
和
濯
し
て
上
供
定
額
を
充
た
す
方
式
を
改
め
、
「
毎
年
合
に
牧
む
べ
き
の
貫
教
」
す
な
わ
ち
苗
米
の
賓
徴
額
に
根
擦
が

あ
り
、
鉄
額
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
額
を
「
立
て
て
成
法
と
篤
す
」
す
な
わ
ち
上
供
の
定
額
と
す
る
。
そ
し
て
備
蓄
の
方
は
三
年
間
で
五

O
O高

石
を
確
保
で
き
れ
ば
、
雑
本
二

O
O寓
絹
は
和
雑
以
外
に
他
用
に
も
ふ
り
む
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。
和
縫
に
つ
い
て
は
す
で
に
定
額

化
さ
れ
た
五
所
の
歳
緩
瞳
制
が
あ
り
、
備
蓄
に
は
各
総
領
所
の
目
標
額
が
あ
り
、
ま
た
殺
本
は
他
の
目
的
に
も
用
い
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
諸
路
轄
運
司
に
報
告
さ
せ
て
定
額
化
の
基
礎
と
し
た
「
毎
年
合
に
牧
む
べ
き
の
貫
数
」
と
は
枚
程
額
で
は
な
く
苗
米
の
貫
徴
額
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ハ
抱
欠
は
課
税
額
に
劃
す
る
未
納
分
)
。
す
な
わ
ち
こ
の
措
置
は
、
年
々
費
動
す
る
苗
米
貫
催
額
に
和
雑
米
を
上
乗
せ
し
て
上
供
定

〈

お

〉

額
を
充
た
す
従
来
の
方
式
を
麿
止
し
、
近
年
の
南
税
苗
米
の
質
催
額
を
各
路
の
上
供
額
と
し
て
固
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

577 

こ
の
上
供
定
額
は
、
和
羅
米
を
含
ま
な
い
南
税
苗
米
だ
け
の
上
供
定
額
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
南
宋
が
北
宋
か
ら
纏
承
し
た
上
供
組
額

(
「
奮
額
」
〉
四
六
九
高
石
は
、
北
宋
時
代
と
同
様
、
和
雑
米
を
含
む
額
で
あ
っ
た
。
こ
の
黙
で
、
こ
の
新
し
い
上
供
定
額
を
た
だ
形
式
的
に
、
租
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〈

担

〉

額
に
劃
し
て
約
三
分
の
一
の
減
額
を
行
な
っ
た
だ
け
の
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ぎ
に
改
定
後
の
上
供
額
の
路
ご
と
の
内
講
を
見
る
と
、

『
中
興
小
記
』
巻
三
九
、
紹
興
二
十
八
年
九
月
壬
申
の
僚
に
よ
れ
ば

八
五
寓
石
、
江
東

で
あ
っ
た
と
い
い
、

南
街

八
五
高
石
、
江
西

九
七
世
間
石
、
湖
南

『
要
録
』
巻
一
八
三
、

五
五
高
石
、
湖
北
三

O
高
石

紹
興
二
十
有
九
年
九
月
甲
戊
の
篠
に
は

湖
北
一

O
高
石
と
あ

『
宋
史
』
巻
一
七
五
食
貨
志
上
三
和
雑
も
計
三
三
二
寓
石
と
し
て
い
る
の
で
こ
れ
に
従
う
こ
と
と
す
る
(
表
1
参
照
)
。
な
お
こ
の
上
供
額

改
定
に
よ
る
「
蓄
額
」
か
ら
の
減
は
約
一
三
七
高
石
(
も
し
く
は
二
七
高
石
)
と
な
る
が
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
従
来
の
五
所
歳
薙
額
一
二
二
高
五
千

石
に
見
合
う
額
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
紹
興
二
十
八
年
(
な
い
し
二
十
九
年
)
に
改
定
し
た
上
供
の
新
定
額
が
「
蓄
額
」
か
ら
和
雑
分
を
制

合
計
三
五
二
高
石
と
な
る
が

り減
し
た
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
い
で
、
こ
の
一
二
三
二
高
石
の
上
供
米
の
調
達
州
軍
と
供
給
先
が
、
ど
の
よ
う
に
指
定
さ
れ
て
い
た
か
を
見
る
と
、

紹
興
三
十
年
春
正
月
葵
卯
の
僚
に
よ
れ
ば
、
表
3
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
園
示
し
た
も
の
が
園
ー
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
上
供
米
の
合

『
要
録
』
巻
一
八
四
、
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計
額
が
ち
ょ
う
ど
三

O
O高
石
と
さ
れ
、
前
に
見
た
諸
路
の
上
供
額
純
計
と
三
二
高
石
の
差
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
差
が
何
に
よ
る
も

(
お
)

の
か
に
つ
い
て
は
、
今
の
所
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
た
だ
し
新
定
額
の
決
定
の
後
し
ば
ら
く
は
こ
の
額
を
饗
更
し
な
か
っ
た
よ
う

(

お

)

で
、
こ
の
年
五
月
に
は
江
西
の
江
州
大
軍
が
新
設
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
射
し
て
は
江
西
の
上
供
米
六
高
石
が
充
嘗
さ
れ
、
つ
い
で
九
月
に
な
っ

て
、
各
地
に
駐
屯
す
る
大
軍
の
馬
料
と
し
て
、
雨
前
・
江
東
・
江
西
の
上
供
米
か
ら
計
二
六
高
石
を
折
納
さ
せ
た
が
、
減
じ
た
上
供
米
は
和
維

(

幻

〉

米
で
補
填
さ
せ
、
上
供
定
額
は
維
持
す
る
、
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
路
の
上
供
額
に
襲
動
は
お
こ
っ
て
い
な
い
。

(お〉

ち
な
み
に
、
紹
興
三
十
年
の
四
川
を
除
く
兵
士
の
糟
数
は
三
一
八
、

0
0
0人
と
い
わ
れ
、
こ
の
年
諸
路
に
科
援
し
た
上
供
米
糠
額
は
、
ほ

ぼ
兵
士
一
人
年
一

O
石
と
い
う
嘗
時
の
基
準
に
封
躍
す
る
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

新
た
な
上
供
定
額
の
設
定
と
調
達
・
供
給
先
の
指
定
と
に
よ
り
、
行
在
や
各
組
領
所
へ
の
上
供
米
の
供
給
が
安
定
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
、

上
供
依
額
の
補
完
を
目
的
と
し
て
紹
興
十
八
年
に
定
め
ら
れ
た
五
所
の
歳
殺
瞳
制
は
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。

こ
の
年
以
後
史
料
上
に
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園1 上供米の調達州軍と供給先(紹興30年〉

、准東縛領所
鎖江府大軍60寓石

路

供給先 調達州軍

行在

i佐東線、領所

准西綿領所

湖底線領所

表 3 内外大軍等科費量諸路上供米

l 裁 額|科援 f
 
l
 

'ゅ
J 軍

1，120，000 I南街全州軍，建康府，太Z円I'J，宣州

ω0，∞o 洪州，江州，池州，太卒州，臨江軍，宣州，

輿圏軍，南康軍，康徳軍

建康府大軍 I 550，∞o I吉州，鏡州，撫州，建昌軍

池州 大軍 I 144，0ω |吉州，信州，南安寧

都 州 大 軍 I 450，∞o 1:永州，全川，榔州，部州，道州，衡州，

海升'1，那州，鼎州

行 在

銀江府大軍

剤南府大軍

宣州殿前司牧馬

計

96，000 I徳安府，荊南府，澄州，純州，復州，湾州，

剤門軍，漢陽軍

30，000 宣州

3，000，000石

『要録』巻184紹興三十年 (116の春正月努卯僚による。
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五
所
の
歳
縫
の
数
値
が
出
て
来
な
く
な
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
和
怨
は
上
供
飲
額
の
補
完
を
目
的
と
し
た
も
の
か
ら
、
賑
慣
に
備
え
、
或

い
は
軍
食
の
補
助
に
充
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
備
蓄
す
る
も
の
へ
と
襲
質
し
、
上
供
と
は
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
北
宋
以
来
の
上
供
米
の
構
成
と
そ
の
調
達
韓
系
が
、
大
き
く
轄
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

2 

和
雑
米
の
備
蓄
瞳
制
と
備
蓄
倉
の
新
設

・
擦
充

紹
興
二
十
九
年
か
ら
三
十
年
に
か
け
て
、
雨
税
苗
米
の
賢
催
額
を
基
準
と
す
る
新
た
な
上
供
額
が
設
定
さ
れ
、

ま
た
そ
の
調
達

・
供
給
先
も

指
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
動
き
と
並
行
し
て
、
和
雑
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
上
供
定
額
と
の
直
接
的
関
係
が
な
く
な
り
、
も
っ

ぱ
ら
備
蓄
を
目
的
と
す
る
も
の
へ
と
麗
質
し
た
。

衣
に
示
す
の
は
上
供
額
改
定
後
数
年
の
聞
に
行
わ
れ
た
和
殺
の
鰹
過
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
和
雑
の
目
的
と
薙
米
額
お
よ
び
そ
の
針
象
地
な

ど
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
期
の
和
雑
が
従
来
の
そ
れ
と
は
異
な
る
目
的
と
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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紹
興
三
十
二
年
(
一
二
ハ
二
)

(
却
)

江
湖
新
西
の
五
輔
運
司
が
、
長
江
沿
い
の
一

O
州
で
計
二
二

O
高
石
を
和
雑
し
、
賑
漕
に
備
え
た
。

(
ω
)
 

雨
漸
江
湖
の
六
輔
運
司
が
、
雑
木
一
二
五
菌
貫
で
各
地
に
和
羅
場
を
置
き
、
軍
儲
を
市
経
し
た
。

(
出
)

江
東
西
南
路
に
経
本
と
し
て
銀
三

O
寓
雨
を
興
え
て
和
羅
し
た
。
ま
た
、
韓
蓮
司
の
和
維
し
た
米
二
ニ
高

紹
興
二
十
九
年
(
一一

五
九
〉

紹
興
三
十
年
(
一
一
六
O
〉

二
千
石
と
、
江
東
西
の
和
雑
米
及
び
上
供
米
三
七
高
四
千
石
を
、
准
東
・
准
西
綿
領
所
の
「
椿
積
米
」
に

(

担

〉

充
て
、
義
倉
米
と
交
換
し
た
。

隆
輿

フ巳

年
(
一
一
六
一
二
)

上
供
米
を
馬
料
に
折
納
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
絞
額
補
完
の
た
め
、

新
西
で
四

O
寓
石
、

江
東
で
三

O
寓

(お〉

石
、
江
西
で
ニ

O
高
石
、
湖
南
で

一
O
高
石
、
計

一
O
O高
石
を
和
雑
し
、
各
大
軍
倉
に
椿
積
し
た
。

(

泊

〉

ま
た
、
南
准
に
閥
子
一

O
O寓
を
輿
え
て
、
和
羅
場
を
置
い
て
牧
雑
し
た
。
ま
た
、
江
西
で
一

O
O寓
石



隆
輿

年
(
一
一
六
四
)

(
日
山
〉

を
和
雑
し
、
准
東
線
領
所
に
椿
管
し
た
。

経
本
三
四
高
五
千
貫
に
よ
っ
て
諸
路
の
沿
流
州
軍
に
和
雑
場
を
置
い
て
一
五

O
高
石
を
「
別
項
和
雑
」
し

た
が
、
う
ち
江
西
の
洪
州
・
江
州
・
吉
州
・
撫
州
・
筒
州
・
鞍
州
・
臨
江
軍
・
建
昌
軍
で
一

O
O高
石
を

(
お
)

和
雑
し
、
准
東
総
領
所
に
起
鼓
し
て
椿
管
し
た
。

こ

の

時

期

の

一

連

の

和

雑

は

、

「

賑

演

の

備

え

」

と

な

す

と

か

、

「

別

項

和

濯

す

る

」

と

か

「

別

懇

ず
る
」
な
ど
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
陸
奥
二
年
の
例
の
よ
う
に
、
和
朋
維
の
針
象
と
さ
れ
た
州
軍
が
本
来
の
上
供
米
の
科
接
地
と
封
麿
せ
ず
、
ま
た

和
雑
の
額
も
か
つ
て
の
路
ご
と
の
上
供
額
な
い
し
五
所
和
雑
定
額
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
上
供
額
と
の
関
係
は
直
接
出
て
こ
な
い
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
年
々
縫
本
を
投
下
し
て
行
わ
れ
る
和
綾
が
、
か
つ
て
の
よ
う
に
上
供
の
依
額
を
補
完
す
る
と
い
う
性
格
を
失
い
、
も
っ
ぱ

ら
備
蓄
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 「

椿
積
す
る
」

「
椿
管
す
る
」
、

ま
た

「
二
百
高
石
倉
」
が
新
設
さ
れ
て
か
ら
約
百
年
の
聞
に
、

こ
れ
ら
備
蓄
倉
は
そ
れ
ぞ
れ
の
備
蓄
目
標
を
も
ち
、
そ
の
充
足
朕
況
を
み
な
が
ら
適
宜
和
濯
が
行
わ
れ
て
い
た
。

乾
道
三
年
三
二
ハ
七
〉
に

い
く
つ
か
の
備
蓄
倉
の
設
置
・
披
充
が
行
わ
れ
た
。

- 47ー

新

た

に

「

二

百

高

石

倉

」

を

設

置

し

て

こ

れ

を

こ

の

年

の

備

(

お

)

〈

鈎

〉

蓄
目
標
額
は
と
り
あ
え
ず
八
七
高
石
と
さ
れ
た
。
乾
道
五
年
(
一
一
六
九
〉
に
は
戸
部
の
薙
本
三
九
五
高
貫
で
一
一
一
一

O
高
石
を
和
雑
し
た
が
、

(
川
制
〉

を
省
倉
中
界
と
し
た
。

「
豊
儲
倉
」

〈
日
出
〉

と
稽
し
た
の
は
乾
道
三
年
(
一
二
ハ
七
〉
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
年
、
省
倉
の
中
界
倉
を
「
豊
儲
倉
」
と
改
稿
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
蓄
「
皇
儲
倉
」

(
一
一
七
一
)
に
は
、

乾
道
六
年
(
一
一
七
O
〉

(
4〉

八
九
三
石
だ
け
し
か
な
く
、
こ
の
年
和
雑
は
不
必
要
と
し
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
乾
道
七
年

さ
ら
に
准

江
西
の
和
雑
米
か
ら
一

O
高
石
を
取
躍
し
、

に
は
、
行
在
の
上
供
米
の
依
額
は
わ
ず
か
五
一
、

准
東
綿
領
所
の
備
蓄
米
が
わ
ず
か
一
高
六
千
石
だ
け
と
な
り
、

(

必

〉

東
穂
領
所
が
二

O
高
石
を
和
雑
し
た
。
乾
道
八
年
(
一
一
七
二
)
に
は
湖
贋
総
領
所
(
那
州
〉
の
備
蓄
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
、
舎
子
五

O
寓
に

(

必

〉

(
H
H
〉

よ
っ
て
和
羅
を
行
な
っ
た
。
乾
道
九
年
(
二
七
一
ニ
〉
、
戸
部
が
秀
州
・
卒
江
府
で
五
高
石
の
和
脚
絡
を
行
い
、
准
東
西
糟
領
所
が
五
高
石
を
和
羅

581 
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江
西
が
盟
稔
だ
っ
た
の
で
、

(
必
)

湖
南
で
一
五
世
間
石
の
和
雑
を
行
い
、
准
東
総
領
所
が
秀
州
・
湖
州

〈
約
)

卒
江
府
で
一

O
高
石
、
計
二
五
高
石
の
和
絡
を
行
な
っ
た
。
淳
照
五
年
〈
一
一
七
八
〉
は
豊
年
だ
っ
た
た
め
、
沿
江
州
軍

(

印

)

(

日

)

で
一
六

O
高
石
を
和
雑
し
た
。
ま
た
こ
の
年
、
銀
江
と
建
康
と
に

「
轄
般
倉
」
を
置
い
て
稔
迭
の
便
を
園
っ
た
。
淳
照
七
年
(
二
八
O
)、
江

(

臼

〉

東
の
上
供
米
を
行
在
の
「
豊
儲
西
倉
」
に
起
設
し
て
備
蓄
し
た
。
淳
照
九
年
(
一
一
八
二
)
に
は
、
儲
備
の
和
雑
米
一
四

O
高
石
で
前
年
の
賑

(

臼

〉

(

臼

)

済
米
を
補
填
し
た
。
開
稽
三
年
(
一
二

O
七
)
、
卒
江
府
に
「
百
蔦
西
倉
」
を
置
き
、
嘉
照
末
(
一
二
四
O
)
に
「
百
高
東
倉
」
を
置
い
た
。
淳
祐

(
応
)

九
年
(
一
二
四
九
)
、
新
た
に

「
淳
柏
倉
」
を
設
置
し
、
備
蓄
目
標
を
一
二

O
高
石
と
し
た
。

(
民
〉

設
し
た
。

(

必

)

(

括

判

叫

し
、
建
康
府
が
五
高
石
、
准
西
総
領
所
が
五
高
石
の
和
雑
を
行
な
っ
た
c

(
円
引
〉

高
石
を
和
雑
し
た
。

淳
照
元
年
(
一
一
七
四
)
に
は

二

O

淳
照
二
年
(
二
七
五
)
に
は

江
西
で
二

O
高
石
、

で
各
七
高
五
千
石
、

賓
結
五
年
(
一
二
五
七
)
、

「
賓
一
柘
百
高
倉
」
を
新

こ
れ
ら
の
備
蓄
倉
は
、
在
来
の
常
卒
倉
の
備
蓄
な
ど
と
は
別
に
、
中
央
戸
部
な
い
し
各
総
領
所
、
後
に
は
護
運
司
な
ど
が
直
接
管
轄
す
る
も
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の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
倉
庫
の
備
蓄
目
標
に
そ
っ
て
和
雑
が
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
乾
道
六
年
の
よ
う
に
備
蓄
目
標
が
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
て
い
る

と
し
て
和
雑
を
行
わ
な
か
っ
た
年
も
あ
れ
ば
、
淳
照
五
年
の
よ
う
に
一
六

O
高
石
も
の
和
雑
を
行
な
っ
た
年
も
あ
る
な
ど
、
と
き
ど
き
の
各
倉

庫
の
備
蓄
朕
況
を
見
て
和
維
す
べ
き
額
を
判
断
し
、
朝
廷
に
殺
本
の
投
下
を
要
請
し
て
和
加
糖
す
る
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
。
経
本
と
し

て
は
見
鎖
の
ほ
か
、
舎
子

・
閥
子
や
度
牒
、
金
銀
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
が
、
農
民
は
も
っ
ぱ
ら
見
銭
を
歓
迎
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
開
稽

三
年
以
後
、
決
々
と
新
た
な
備
蓄
倉
が
新
設
さ
れ
た
理
由
は
、
明
ら
か
に
針
金
な
い
し
封
モ
ン
ゴ
ル
関
係
の
緊
張
に
よ
り
、
軍
糧
確
保
が
重
要

祝
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

3 

南
宋
末
の
上
供
米
と
和
線
米

十
三
世
紀
に
は
い
っ
て
、
開
一
一
帽
用
兵
以
後
の
封
金
関
係
の
緊
張
に
と
も
な
い
、
軍
糧
の
確
保
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
備
蓄
倉
の
新
設

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
前
に
見
た
が

一
方
で
こ
の
こ
ろ
の
上
供
米
の
確
保
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
見
て
み
る
と
、

『
{
木
曾
要
』



食
貨
四
四
漕
運
四
、
嘉
定
十
五
年
(
一
二
二
二
〉
三
月
二
十
五
日
の
傑
に
、

湖
贋
糟
領
所
言
う
、
本
所
契
勘
し
た
る
に
、
毎
年
朝
旨
を
承
准
し
、
江
西
・
湖
南
の
上
供
綱
米
を
科
定
し
、
本
所
諸
屯
大
軍
に
麿
副
し
て

支
遣
す
の
江
西
の
賞
渡
米
四
高
五
千
二
百
石
は
、
江
州
の
軍
前
に
赴
い
て
卸
納
す
る
を
除
く
の
外
、
湖
南
一
路
の
合
に
設
す
べ
き
の
米
四

十
七
高
五
千
二
百
徐
石
あ
り
。
各
お
の
科
定
し
て
軍
前
に
卸
納
す
る
有
り
、
と
。

と
あ
り
、
嘉
定
十
五
年
と
い
え
ば
、
南
宋
と
金
と
が
准
水
流
域
お
よ
び
漢
水
中
流
域
で
衝
突
し
て
か
ら
ま
だ
三
年
を
経
て
い
な
い
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
の
こ

ろ
に
は
な
お
、
毎
年
の
朝
旨
に
よ
っ
て
、
湖
南
の
上
供
米
四
七
五
、
二

O
O徐
石
が
定
額
ど
お
り
湖
康
綿
領
所
(
那
州
〉
に
納
め

ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
湖
南
の
上
供
定
額
は
、
北
宋
か
ら
纏
承
し
た
租
額
は
六
五
高
石
で
あ
っ
た
が
、
紹
興
二
十
九
年
〈
一
一
五
九
〉
に
改
定

さ
れ
て
苗
米
上
供
五
五
寓
石
と
な
っ
て
い
た
。
右
に
は
四
七
五
、
二

O
O石
が
定
額
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
聞
に
約
七
高
五
千
石
の
減
額

が
行
わ
れ
た
も
よ
う
で
あ
る
が
〈
江
州
大
軍
に
つ
い
て
も
、
紹
興
三
十
年
に
は
六
高
石
を
塗
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
も
約
一
寓
五
千
石
の
減
額

が
行
わ
れ
て
い
る
)
、
そ
れ
で
も
上
供
米
と
し
て
一
路
の
定
額
ど
お
り
の
綱
運
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
戦
争
の
相
手
が
強
大
な
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
替
わ
っ
た
十
三
世
紀
傘
ば
の
淳
祐
年
聞
に
な
る
と
、
同
じ
湖
慶
線
領
所
に
お
い
て
、
李
曾
伯

『
可
驚
雑
藁
』
巻
一
九
奏
申
「
奏
穂
所
科
降
和
雑
利
害
」
に
、

- 49ー

今
多
自
り
来
歳
に
至
り
、
合
に
米
一
百
三
十
寓
徐
石
を
措
蹄
す
る
を
要
め
て
、
方
め
て
能
く
南
司
の
経
常
の
科
降
の
敢
に
麿
ず
ベ
し
。
:
・

・
:
本
所
朝
廷
の
科
懇
七
十
寓
石
を
蒙
り
、
江
西
・
湖
南
南
漕
司
、
共
に
七
十
高
石
を
科
薙
す
。
果
し
て
皆
な
教
の
如
く
雑
し
足
ら
ば
、
亦

た
過
多
と
篤
さ
ず
。

と
あ
り
、
衣
年
度
の
必
要
額
一
一
一
一

O
高
石
を
、
湖
康
総
領
所
の
和
薙
七

O
高
石
と
、
江
西
・
湖
南
轄
運
司
の
和
雑
七

O
高
石
、
合
わ
せ
て
一
四

O
寓
石
に
よ
っ
て
調
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
上
供
米
の
綱
運
は
全
く
計
算
に
入
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
を
和
殺
に
よ
っ
て
い
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翌
淳
枯
十
一
年
〈
一
二
五
一
)
に
は
、
准
西
組
領
の
任
に
や
回
っ
て
い
た
が
、
同
じ
『
可
驚
雑
藁
』
巻
一
五
奏
申
「
再
僻
克
紋
」
に
は
、

今
諸
部
を
通
ず
る
に
、
江
上
の
諸
屯
、
准
溢
の
諸
郡
、
一
歳
経
常
の
生
券
、
大
略
舎
約
し
た
る
に
、
歳
に
百
五
十
高
石
を
得
る
に
非
ざ
れ

ば
不
可
な
り
。
毎
歳
上
牢
年
は
、
則
ち
江
東
西
の
綱
運
に
仰
ぐ
、
此
れ
断
断
じ
て
易
う
可
か
ら
ず
。
今
歳
前
政
の
任
内
に
、
官
を
呉
門
に

委
し
、
科
擾
米
共
せ
て
四
十
七
寓
除
石
を
運
過
し
た
れ
ば
、
則
ち
是
れ
科
援
猶
お
仰
ぐ
可
し
。
今
綿
所
科
壌
の
敷
有
り
て
百
高
倉
に
隷
す

る
と
雌
も
、
深
く
慮
る
に
憲
司
の
新
経
の
米
未
だ
登
ら
ず
し
て
諸
路
取
躍
す
る
の
米
一
な
ら
ず
。
今
歳
運
ぶ
所
、
全
て
督
府
の
差
借
せ
る

兵
船
に
頼
り
、
今
は
則
ち
未
だ
措
擬
す
可
か
ら
ず
。
此
れ
則
ち
嗣
歳
の
科
撞
の
今
歳
に
及
ば
ざ
る
の
一
な
り
。
江
東
西
の
綱
運
、
常
催
十

分
に
及
ぶ
も
、
止
だ
五
十
鈴
高
石
に
及
ぶ
可
き
の
み
に
し
て
、
己
に
極
力
と
篤
す
。
猶
お
是
れ
去
歳
豊
稔
な
れ
ば
、
綱
運
向
お
仰
ぐ
可

た

と

え

き
も
、
今
は
則
ち
雨
路
の
諸
郡
、
多
く
歎
を
以
て
聞
し
、
類
ね
検
放
す
る
有
り
。
謂
如
ば
郡
陽
の
一
郡
、
合
に
解
す
べ
き
の
米
九
高
石
あ

り
。
己
に
五
分
を
減
じ
た
れ
ば
、
則
ち
総
所
己
に
暗
に
四
高
五
千
石
を
減
ぜ
り
。
此
れ
を
以
て
率
と
魚
さ
ば
、
僅
に
一
牟
の
調
度
を
作
す

- 50ー

可
き
の
み
。
此
れ
則
ち
嗣
歳
の
綱
運
の
今
歳
に
及
ば
ざ
る
の
一
な
り
。

と
あ
る
。
准
西
総
領
所
建
康
府
大
軍
は
、
紹
興
三
十
年
以
来
、
上
供
米
五
五
高
石
を
定
額
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
淳
一
昭
十
年
に
は
そ
の
宇

分
ほ
ど
し
か
確
保
で
き
る
見
込
み
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
年
の
必
要
額
一
五

O
高
石
を
確
保
す
る
に
は
こ
れ
だ
け
で
は
明
ら
か
に
不
足
す
る
の

で
、
呉
門
す
な
わ
ち
卒
江
府
の
盟
儲
倉
か
ら
備
蓄
米
四
七
高
石
の
融
通
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
不
足
す
る
分
は
和
維
に
よ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
が
、
結
け
て
、

e

の・
』ワ
白ま

仰
ぐ
所
の
者
は
、
和
濯
し
て
以
て
貼
助
す
る
有
り
。
今
組
し
検
計
を
加
う
る
に
、
則
ち
朝
廷
の
元
科
、
六
十
蔦
餅
に
及
ぶ
と
難
も
、

裁
り
て
質
設
せ
る
本
銭
、
檎
に
一
百
一
十
六
曹
の
み
。
終
債
を
以
て
之
れ
を
計
る
に
、
十
に
未
だ
一
を
能
く
せ
ず
。

日
を

と
あ
り
、
六

O
高
石
の
和
雑
の
た
め
に
中
央
か
ら
一
一
六
高
貫
の
緩
本
が
投
下
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
で
は
目
標
の
一
割
も
和
緩
で
き
な
い
と

、

o

hv
Aノ

こ
こ
か
ら
嘗
時
、
米
債
は
一
石
が
約
二

O
貫
に
も
高
騰
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
供
綱
運
は
か
ろ
う
じ
て
定
額
の
牢
ば
を
確
保
し

て
い
る
'
も
の
の
、

和
雑
米
の
調
達
の
方
は
米
債
の
高
騰
に
よ
り
極
め
て
困
難
な
朕
況
に
た
ち
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
か
ら
九
年
後



の
開
慶
元
年
(
一
二
五
九
)
に
は
、

(mu 

剤
湖
江
准
雨
前
の
州
軍
で
五
六

O
高
石
も
の
和
羅
が
行
わ
れ
た
と
い
う
が
、

こ
の
目
標
が
達
成
で
き
た
の

か
ど
う
か
、
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
数
量
の
莫
大
さ
と
嘗
時
の
米
債
の
高
騰
の
朕
況
か
ら
見
て
、
こ
の
こ
ろ
に
は
も
は

や
各
地
か
ら
の
上
供
綱
運
は
途
絶
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
十
三
世
紀
牢
ば
の
淳
枯
年
間
、
劃
モ
ン
ゴ
ル
南
准
戦
争
の
こ
ろ
に
は
、
上
供
綱
運
の
半
減
な
い
し
途
絶
と
米
債
の
高
騰
と

に
よ
り
、
上
供
米
の
定
額
、
和
雑
米
の
必
要
量
の
確
保
は
と
も
に
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
南
宋
の
官
米
調
達
僅
系
は
、

一
二
五

O
年
こ
ろ
に
事

買
上
崩
壊
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
は
、
紹
輿
末
年
以
来
の
官
米
調
達
シ
ス
テ
ム
|
|
す
な
わ
ち
従

来
上
供
定
額
の
不
足
を
補
う
形
で
和
殺
を
行
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
上
供
定
額
を
改
定
し
て
和
雑
と
切
り
離
し
、
上
供
先
を
指
定
す
る
と
と
も

に
和
雑
は
も
っ
ぱ
ら
備
蓄
を
主
目
的
と
し
て
各
備
蓄
倉
単
位
に
目
標
を
定
め
、
各
級
の
官
聴
が
こ
れ
を
行
う
と
い
う
韓
制
ー
ー
ー
が
維
持
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
。

南
宋
に
お
け
る
南
税
苗
米
の
歳
入
と
上
供
米
お
よ
び
留
州

phu 

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
南
宋
で
は
南
渡
の
後
、
紹
興
二
十
九
年
ま
で
の
時
期
は
、
雨
税
苗
米
は
そ
の
貫
催
額
を
こ
と
ご
と
く
上
供
し
、
上
供

定
額
に
歓
け
る
部
分
を
和
懇
で
補
っ
て
い
た
。
紹
興
二
十
九
年
に
上
供
と
和
羅
と
が
切
り
離
さ
れ
、
嘗
時
の
両
税
苗
米
の
貫
徴
額
を
上
供
額
と

し
て
固
定
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
北
宋
以
来
の
上
供
米
調
達
方
式
の
襲
更
で
あ
る
と
と
も
に
、
雨
税
苗
米
を
徴
牧
し
て
こ
れ
を
上
供
す
る
州
豚

の
現
場
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
州
豚
財
政
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
衣
の
よ
う
な
新
た
な
事
態
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
紹
興
二
十
九
年
ま
で
の
よ
う
な
上
供
瞳
系
に
お
い
て
は
、
北
宋
以
来
の
租
額
の
も
と
で
、
州
鯨
で
徴
牧
さ
れ
た
首
米
は
こ
と
ご
と

く
上
供
米
と
し
て
中
央
に
迭
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
州
燃
に
は
ま
っ
た
く
留
州
が
残
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
州
豚
官
や
州
兵
に
支
給
す
る
俸
料

585 

は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
加
耗
米
と
稿
す
る
附
加
税
で
賄
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
加
耗
米
は
北
宋
に
お
い
て
も
一
部
で
見
ら
れ
た
が
、
そ

〈
印
叩
〉

れ
は
秋
苗
米
一
石
に
劃
し
て
一
斗
、
す
な
わ
ち
納
入
量
の
一

O
%程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
南
宋
に
入
る
と
一
一
挙
に
増
大
し
、
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建
炎
二
年
(
一
一
一
一
八
)
江
西
で
は
納
入
量
の
五
O
%

紹
興
四
年
か
ら
七
年
(
二
三
四
三
七
)
に
か
け
て
の
江
西
で
は
三
O
%
か
ら
四
O

%
、
紹
興
二
十
年
(
二
五
O
)
の
江
西
臨
江
軍
清
江
豚
で
七
O
%
、

二
十
一
年
(
一
一
五
一
〉
の
湖
南
で
は
一
O
O
%
、

(
印
)

く
に
紹
興
年
間
、
多
い
所
で
は
納
入
量
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
額
が
附
加
税
と
し
て
徴
牧
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
加
耗
米
は
、
苗

と
い
う
ふ
う
に

と

米
の
質
徴
額
を
基
準
に
、

州
豚
財
政
が
必
要
と
す
る
額
を
定
め
、

苗
米
納
入
時
に
附
加
徴
牧
し
た
も
の
で
、

度
重
な
る
禁
令
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
州
豚
と
し
て
は
こ
れ
以
外
に
枚
入
を
噌
や
す
方
法
が
な
い
た
め
、
大
き
な
弊
害
と
し
て
農
民
を
苦
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般

的
な
南
宋
の
重
税
策
と
い
う
以
前
に
、
苗
米
の
こ
と
ご
と
く
を
上
供
す
る
と
い
う
、
南
宋
初
期
の
上
供
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、

州
蘇
財
政
の
幾
則
的
た
姿
を
示
し
て
い
る
。
北
宋
時
代
に
お
い
て
も
時
代
が
下
る
と
加
耗
は
多
く
取
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
例
え

ば
江
西
で
は
、
張
守
の
『
見
陵
集
』
巻
二
「
乞
除
諮
上
供
充
箪
糧
割
子
」
(
紹
興
七
年
)
に
、

臣
今
略
計
す
る
に
、
江
西
一
路
十
一
州
軍
の
秋
苗
は
、
蓄
額
一
百
六
十
除
菌
石
な
り
。
上
供
の
年
額
は
、

設
す
る
の
外
、
三
十
除
高
石
あ
り
、
以
て
州
豚
の
歳
計
の
支
用
と
局
す
。
丘
ハ
火
を
経
て
自
り
以
来
、
人
民
凋
散
し
、

一
百
二
十
六
除
菌
石
な
り
。
起

回
畝
荒
蕪
し
、
諸
豚

- 52ー

各
お
の
税
賦
を
情
閣
す
る
有
り
。

税
賦
納
む
る
所
の
苗
米
、

僅
か
に
能
く
上
供
を
了
足
し
、

復
た
少
か
に
冒
削
除
有
る
無
し
。

経
常
の
費

十
品
、
品
住

ご
】

nH手
包
?
」
巾
叩
ん
¥
o

t

v

M
川
、

T
'B
牢
官
庁

U

，f
〈

と
あ
り
、
上
供
定
額
は
苗
米
課
額
の
八
O
%
ほ
ど
の
線
に
設
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
二
O
%
ほ
ど
の
留
州
が
怪
常
的
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
南
宋
は
北
宋
の
租
額
を
継
承
し
た
も
の
の
、
戦
凱
に
よ
る
人
口
減
と
国
土
の
荒
慶
と
に
よ
っ
て
苗
米
生
産
の
絶
封
額
が
上
供
定
額

以
下
に
落
ち
込
ん
だ
た
め
、
苗
米
は
そ
の
全
質
催
額
を
上
供
し
た
の
で
、
苗
米
総
課
額
に
お
け
る
上
供

・
留
州
の
比
率
四
割
一
の
配
分
が
不
可

能
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
紹
興
末
年
に
上
供
定
額
が
改
定
さ
れ
、
世
間
時
の
質
徴
額
に
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

少
な
く
と
も
州
軍
の
レ
ベ
ル
で
は
、
紹
興

年
聞
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
庚
い
地
域
で

の
異
常
な
附
加
徴
牧
は
見
ら
れ
な
く
な

っ
て
く
る
。

す
べ
て
上
供
し
て
し
ま
う
睦
制
か
ら
、
首
時
の
質
徴
額
に
も
と

s

つ
い
て
上
供
額
が
固
定
さ
れ
た
た
め
、
多
く
の
州
軍
に
お
い
て
は
、

こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
雨
税
米
質
徴
額
を

次
第
に
苗



米
生
産
の
伸
長
、
な
い
し
は
墾
図
面
積
の
増
加
に
よ
っ
て
、
上
供
定
額
を
超
え
る
徐
剰
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
州
軍
の
留
州
分
と
し
て
確
保
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
端
的
に
一
万
す
の
が
、

「
科
援
不
均
」
と
よ
ば
れ
る
現
象
で
あ
る
。
紹
照
末
年
(
二
九
四
)
こ
ろ
の
こ
と
を
記

「
代
臨
江
軍
乞
減
上
供
留
補
支
用
意
日
」
に
、

江
西
に
お
け
る

し
た
彰
亀
年
『
止
堂
集
』
巻
一
一

某
照
し
得
た
る
に
、
昨
来
臣
僚
嘗
て
以
え
ら
く
、
鞍
・
亥
は
上
供
米
少
な
く
し
て
留
州
数
多
く
、
臨
江
・
錫
州
は
上
供
米
多
く
し
て
留
州

少
な
し
、
以
て
江
西
科
擾
均
し
か
ら
ざ
る
の
病
と
篤
す
と
。
:
:
:
某
江
西
の
科
援
上
供
の
数
を
翻
る
に
、
各
州
受
く
る
所
の
苗
の
分
数
を

之
れ
を
取
る
こ
と
最
も
軽
く
、
固
よ
り
敢
て
以
て
例
と
矯
さ
ず
e

以
て
之
れ
を
推
す
に
、

只
だ
隆
輿
府
・
建

畠
・
撫
州
・
江
州
の
如
き
は
、
止
だ
是
れ
取
る
こ
と
七
分
以
上
に
及
ぶ
の
み
。
士
口
州
も
亦
た
止
だ
八
分
以
上
の
み
。
惟
だ
錆
と
臨
江
と
、

取
る
こ
と
九
分
以
上
に
及
ぶ
。

鞍
州
・
南
安
・
衰
州
は
、

と
あ
り
、

こ
れ
は
江
西
に
お
け
る
上
供
米
の
科
擁
に
お
い
て
、

各
州
に
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
、

「
各
州
受
く
る
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所
の
苗
」

「
科
擾
上
供
の
数
」
、
す
な
わ
ち
雨
税
苗
米
の
歳
入
に
封
す
る
上
供
米
の
比
率
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
鞍
州
・
南
安
軍
・
亥
州
に
つ
い
て
は
「
上
供
米
が
少
な
く
留
州
が
多
い
」
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、

州
)
・
建
畠
軍
・
撫
州
・
江
州
で
は
上
供
額
は
酋
米
歳
入
の
七

O
%以
上
、

陸
輿
府
(
洪

と

う
よ
う
に
留
州
米
が
少
な
く
、

吉
州
で
は
八

O
%以
上
、
錆
州
・
臨
江
軍
で
は
九

O
%以
上
と
い

ま
さ
に
「
科
擾
均
し
か
ら
ざ
る
」
扶
態
に
な
っ
て
レ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

江
西
十
一
州
軍
そ
れ
ぞ
れ
の
苗
米
歳
入
、
上
供
額
、
留
州
額
に
つ
い
て
は
、
他
の
文
集
の
記
事
等
に
よ
り
あ
る
程
度
そ
の
数
値
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
表
4
に
そ
れ
を
掲
げ
る
。
た
だ
し
、
各
史
料
の
年
代
も
不
揃
い
で
あ
り
、
十
一
州
軍
全
部
に
わ
た
っ
て
正
確
に
各
項
目
を
復

元
し
た
も
の
で
は
な
い
。
空
欄
の
箇
所
は
未
見
の
史
料
に
よ
っ
て
数
値
を
知
り
う
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
隆
輿
府
〈
洪
州
)
に
つ
い
て
は
今
の

所
紹
興
は
じ
め
の
数
値
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
い
く
つ
か
の
州
軍
に
つ
い
て
は
乾
道
以
降
の
苗
米
の
歳
入
、
上
供
、
留
州
そ
れ

587 

ぞ
れ
の
額
を
封
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
『
止
堂
集
』
の
記
事
が
指
摘
す
る
所
を
確
認
し
て
み
た
い
。
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江西州軍苗米歳入・上供・留州額

供 |留|歳 上供/歳入 (li止堂集.J])

臨江軍 120，000① 110，000 10，000① 1917%仇 分以上)

125，543② 110，543② 15，000② : 88.1% 

笥 1'1'1 86，000① | σL分以上)

洪 ナ1'1 138，000③ 138，000③ (七分以上)

撫 チ1'1
} 200，000④ 

(七分以上)

建畠軍 (七分以上)

江 外| (七分以上〉
τEt 2 1H 480，000⑤ 370，000⑤ 110，000 77. 0% (八分以上)

章首 1H 130，000① 30，000① 100，000 23.1% (上供米少而留州多)

裳 1'H 110，000① 50，000① 60，000 I 45.4% (上供米少而留州多)

南安寧 (上供米少而留川多〉

輿図軍

表 4

①胡鐙「胡猪庵先生文集」各29i向朝散墓誌、銘」。乾道初年 (1165) ころ。

②童手勉年『止堂集』巻11i代臨江軍乞滅上供留補支用書」。嘉照末年 (1194)ころ。

③李綱『梁渓先生文集』巻128i輿張子公舎人書」。紹興六，七年 (1136，7)ころ。

④黄緑「勉粛集」各25i代撫州、|陳守奏事第一劉」。嘉定十五年 (1212)ころ。

⑤安安『雪~，野集』各17 i朝散大夫贈宣奉大夫定自公墓誌銘」乾道末 ・淳照初ころ。

@li宋曾要』食貨五O船，乾道九年 (1173)十一月。

胡
鐙
の
『
胡
瀦
庵
先
生
文
集
』
巻
二
九
「
輿
園
軍
太
守
向
朝
散

墓
誌
銘
」
に
は
、

且
つ
諸
郡
の
上
供
、
州
用
均
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
病
と
篤

す
。
謂
如
ば
江
西
の
四
郡
、
設
は
歳
入
米
十
三
高
斜
に
し
て

上
供
は
識
か
に
三
高
の
み
。
蓑
は
歳
入
米
十
一
高
に
し
て
上

供
は
織
か
に
五
寓
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
上
供
数
少
く
し
て
州

用
数
多
し
。
臨
江
は
歳
入
十
二
高
に
し
て
止
だ
一
寓
を
留

め、助

?

錫
は
歳
入
八
高
六
千
に
し
て
(
以
下
、
原
文
に
留
止
数
之

と
あ
り
文
意
不
明
)
、
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則
ち
上
供
数
多
く
し
て
州
用
少

な
し
。
他
路
嘗
に
亦
た
此
く
の
類
か
る
べ
し
。
乞
う
ら
く
は

有
司
に
詔
し
て
逐
州
軍
の
歳
入
を
勝
て
、
七
分
を
以
て
上
供

に
充
て
、
三
分
を
以
て
州
用
に
給
せ
ん
。
是
く
の
如
く
せ

ば
、
二
者
適
中
し
て
、
巧
み
に
膿
耗
を
取
り
、
重
く
民
力
を

困
し
む
る
に
至
ら
ざ
ら
ん
。
上
、
之
れ
を
可
と
す
。

と
あ
り

向
朝
散
(
溶
)
が
知
輿
園
軍
と
な
っ
た
の
は
隆
輿
元
年

(
一
二
ハ
三
〉
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

紹
興
の
末
年
に
諸
路
の
上

供
額
の
改
定
が
行
わ
れ
て
か
ら
ま
だ
聞
も
な
い
こ
ろ
の
、
江
西
の

各
州
軍
の
苗
米
歳
入
、

上
供

留
州
の
額
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
う
ち
臨
江
軍
に
つ
い
て
は
、
歳
入
一
二
高
石
、
留
州



高
石
と
あ
っ
て
、

所
の
前
に
、
臨
江
軍
に
閲
す
る
や
や
詳
細
な
数
値
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

『
止
堂
集
』
に
い
う
所
の
「
(
上
供
米
を
〉
取
る
こ
と
九
分
以
上
」
と
符
合
す
る
が
、

『
止
堂
集
』
に
は
、
先
に
引
用
し
た
箇

照
し
得
た
る
に
、

苗
米
は
綿
計
十
二
高
五
千
五
百
四
十
三
石
有
零
、
歳
援
の
上
供
は
十
一
高
五
百
四
十

三
石
六
斗
四
升
な
り
。
止
だ
一
高
五
千
石
の
留
州
に
支
用
す
る
有
る
の
み
に
し
て
、
逃
亡
・
傍
閣
、
猶
お
駕
れ
に
在
り
。

本
軍
(
臨
江
軍
)
所
管
の
三
牒
、

と
あ
り
、
苗
米
歳
入
に
占
め
る
上
供
米
の
正
確
な
比
率
は
八
八
・
一
%
と
な
る
。

筒
州
に
つ
い
て
は
留
州
の
数
値
が
不
明
で
あ
る
が
、

『
止
堂
集
』
に
「
上
供
米
少
な
く
し
て
留
州
多
し
」
と
い
わ
れ
て
数
値
が
記
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
鞍
州
・
蓑
州
の
百
米
歳
入
に
占
め
る
上
供
米
の
比
率
に
つ
い
て
は
、

%
、
四
五
・
四
%
と
な
り
、
歳
入
の
牢
分
以
上
が
留
州
と
し
て
確
保
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
向
朝
散
墓
誌
銘
」
の
数
値
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

士
口
州
に
つ
い
て
は
、
支
饗
『
繋
策
集
』
巻
一
七
「
朝
散
大
夫
贈
宣
奉
大
夫
趨
公
(
善
待
〉
墓
誌
銘
」
に
乾
道
末
・
淳
照
初
こ
ろ
の
こ
と
と
し
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て、

今
〈
士
ロ
州
)
八
豚
の
民
、
米
を
郡
倉
に
職
む
る
に
、
餅
四
十
八
寓
を
計
る
。

と
あ
り
、
苗
米
の
歳
入
が
四
八
高
石
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
『
宋
禽
要
』
食
貨
五
O
船
、
乾
道
九
年
(
二
七
三
〉
十
一
月
一
日
、
江
南

西
路
時
運
剣
官
劉
爆
の
言
に
は

士
口
州
一
歳
の
運
米
は
三
十
七
高
徐
石
、
合
に
五
百
料
船
六
百
徐
艇
を
用
う
ベ
し
。

と
あ
っ
て
、
運
米
額
す
な
わ
ち
上
供
額
は
三
七
高
石
で
あ
っ
た
か
ら
、
歳
入
に
劃
す
る
上
供
の
比
率
は
七
七
・
O
%
と
な
り
、

『
止
堂
集
』
に

「
八
分
以
上
」
と
い
う
の
と
ほ
ぼ
劉
鷹
す
る
。

ま
た
撫
州
と
建
昌
軍
に
つ
い
て
は
、
資
斡
の
『
勉
驚
集
』
巻
二
五
「
代
撫
州
陳
守
奏
事
」
第
一
割
に
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撫
・
建
雨
州
の
綱
運
、
歳
に
幾
ぼ
二
十
蔦
石
な
り
。
水
脚
の
費
、
銭
を
帰
す
こ
と
十
徐
寓
絹
な
り
。

と
あ
り
、
二
州
あ
わ
せ
た
上
供
額
が
約
二
O
高
石
で
あ
っ
た
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
、
乾
道
以
降
の
江
西
に
お
い
て
は
、
各
州
の
百
米
歳
入
に
封
す
る
上
供
米
の
比
率
が
大
き
く
異
な
り
、
し
た
が
っ
て
留
州
が
数

%
し
か
残
ら
な
い
所
も
あ
れ
ば
、
多
い
所
で
は
歳
入
の
牢
分
以
上
も
確
保
さ
れ
る
と
い
っ
た
朕
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。
苗
米
の
貫
徴
分
を
こ
と

ご
と
く
上
供
し
て
い
た
紹
興
末
年
ま
で
の
上
供
盟
系
の
も
と
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
紹
照
末
年

(
一
一
九
四
)
こ
ろ
の
江
西
で

「
科
捜
均
し
か
ら
ず

と
い
わ
れ
た
現
象
は

三
O
年
以
上
を
遡
る
紹
興
二
十
九
年
(
一
一
五
九
)
に
、
蛍
時
の

苗
米
寅
徴
額
を
上
供
額
と
し
て
固
定
し
た
結
果
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
上
供
額
の
方
は
固
定
さ
れ
て
い
た
の
に
劃
し

て
、
苗
米
の
寅
催
の
方
は
、
そ
の
後
の
生
産
の
伸
び
や
墾
田
の
増
加
な
ど
に
よ
っ
て
歳
入
を
増
や
し
て
い
き
、
結
果
と
し
て
、
賓
催
額
と
上
供

額
と
の
差
額
が
留
州
と
し
て
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
各
州
軍
の
苗
米
上
供
額
は
紹
興
二
十
九
年
嘗
時
の
百
米
貫
徴
額

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
後
の
各
州
軍
の
苗
米
の
歳
入
を
比
較
し
て
見
る
と
、
臨
江
軍
・
士
口
州
で
は
そ
れ
ぞ
れ
約
一
四
%
、
三
O
%
の
伸
び
を
示

す
に
と
ど
ま
る
が
、
輸
州
・
衰
州
で
は
そ
れ
ぞ
れ
四
三
三
%
、
二
二
O
%
と
い
う

E
大
な
伸
び
率
と
な
っ
て
い
る
。
江
西
に
お
け
る
こ
の
よ
う
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な
苗
米
生
産
の
伸
長
に
つ
い
て
は
、
南
宋
時
代
に
お
け
る
こ
の
地
域
の
開
設
の
問
題
と
し
て
、
さ
ら
に
別
の
覗
貼
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
江
西
で
は
紹
興
末
年
以
降
、
苗
米
生
産
の
着
買
な
回
復
と
前
進
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
州
軍
で
ゆ
と
り
を
も
っ
て
留
州
を

確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
紹
興
末
年
に
お
け
る
、
首
米
貫
徴
額
に
基
づ
く
上
供
額
の
改
定
を
そ
の
財
政
的
な
出
震
酷

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
江
西
に
お
い
て
も
、

豚
の
レ
ベ
ル
で
は
州
軍
の
よ
う
な
財
政
的
徐
裕
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
例
え
ば
臨
江
軍
は
、
右
に
見
た
よ
う

に
紹
隈
末
年
(
二
九
四
)
に
は
百
米
歳
入
に
射
し
て
一
O
%
程
度
の
留
州
を
確
保
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
嘉
定
五
年
(
一
二
二
一
)
こ
ろ
、

管
下
の
新
治
豚
に
お
い
て
は
、
黄
斡
の
『
勉
驚
集
』
巻
五
「
興
李
敬
子
司
直
書
」
に

本
ロ
巴
(
江
西
臨
江
軍
新
治
豚
)
の
苗
米
、

額
管
は
六
寓
二
千
石
な
り
。
二
千
石
の
催
す
可
か
ら
ざ
る
を
除
き
、
質
管
は
六
高
石
な
り
。
毎
年

の
起
綱
及
び
馬
穀
、
共
に
六
高
三
千
石
を
管
す
。
軍
用
五
千
石
、
牒
用
六
千
石
、
此
れ
己
に
是
れ
七
寓
四
千
石
の
米
な
り
。
貼
を
要
す
る

の
水
脚
銭
二
寓
貫
、
春
衣
一
高
貫
、
牢
年
版
帳
二
高
、
共
に
五
高
貫
な
り
。
皆
な
是
れ
苗
米
を
賂
て
折
債
し
、
二
寓
五
千
苗
を
須
い
て
、



方
め
て
折
し
て
許
多
の
銭
を
得
。
此
く
の
如
く
ん
ば
乃
ち
是
れ
十
高
石
な
り
。
石
毎
の
加
耗
等
、
共
に
一
石
七
斗
を
納
め
て
、
鯨
計
方
め

て
足
る
。
江
西
一
路
皆
な
然
り
、
但
だ
此
の
ロ
巴
の
み
然
り
と
篤
さ
ざ
る
な
り
。

と
あ
り
、
額
管
六
寓
二
千
石
に
封
し
て
貫
催
は
六
高
石
。
准
東
西
の
線
領
所
へ
の
上
供
綱
と
湖
贋
線
領
所
へ
の
馬
料
の
上
供
が
合
わ
せ
て
六
寓

三
千
石
。
上
供
以
外
に
燃
の
官
吏
や
案
兵
・
舗
兵
等
に
一
寓
一
千
石
必
要
な
の
で
、
合
わ
せ
て
七
高
四
千
石
。
こ
の
ほ
か
水
脚
鏡
、
春
衣
、
牢

年
版
帳
鐘
に
折
饗
す
る
た
め
に
必
要
な
二
寓
五
千
石
を
合
わ
せ
て
約
一

O
高
石
の
米
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
瞬
財
政
の
牧
支
を
合
わ
せ
る
た

め
に
、
苗
米
一
石
に
七
斗
の
加
耗
米
等
を
附
加
徴
牧
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
苗
米
の
貫
催
額
に
劃
し
て
燃
に
割
り
嘗
て

ら
れ
た
上
供
額
の
方
が
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
所
で
は
、
加
耗
米
の
徴
牧
は
不
可
避
と
な
る
。
州
軍
レ
ベ
ル
で
一
定
の
留
州
分
が
確
保

で
き
て
い
て
も
、
管
下
の
豚
へ
の
上
供
の
割
嘗
額
と
蛍
該
照
の
貫
催
額
と
の
聞
が
調
整
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
責
斡
は
新
治
豚
の
よ
う
な
例
は
江
西
全
域
で
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
臨
江
軍
の
レ
ベ
ル
で
も
少
な
く
と
も

一
O
%
の
留
州
が
確
保
さ
れ
て
い
た
し
、

ま
た
他
州
軍
で
は
臨
江
軍
よ
り
は
る
か
に
多
額
の
留
州
を
確
保
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
表
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現
を
必
ず
し
も
文
字
ど
お
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

お宮

わ

り

南
宋
の
官
米
調
達
は
、
紹
興
二
十
九
年
を
境
に
そ
の
方
式
を
獲
更
し
た
。
そ
れ
は
、
北
宋
か
ら
縫
承
し
た
上
供
租
額
の
も
と
で
、
南
税
苗
米

の
寅
徴
額
を
す
べ
て
上
供
と
し
て
中
央
に
迭
納
さ
せ
、
上
供
定
額
に
依
け
る
部
分
は
和
濯
に
よ
っ
て
補
完
す
る
と
い
う
方
式
か
ら
、
紹
興
末
年

こ
ろ
の
苗
米
貫
徴
額
を
上
供
額
と
し
て
固
定
し
、
官
員
や
大
軍
兵
士
の
年
間
必
要
経
費
は
原
則
と
し
て
こ
の
上
供
米
に
よ
っ
て
賄
い
、
和
維
は

も
っ
ぱ
ら
賑
済
な
い
し
軍
食
の
補
助
の
た
め
の
備
蓄
を
目
的
と
し
て
上
供
と
は
切
り
離
し
、
各
備
蓄
倉
の
目
標
額
に
そ
っ
て
随
時
こ
れ
を
行

う
、
と
い
う
方
式
へ
の
轄
換
で
あ
っ
た
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
上
供
の
減
額
と
い
う
事
責
に
つ
い
て
は
鯛
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
紹

興
二
十
九
年
か
ら
三
十
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
こ
の
政
策
轄
換
の
全
瞳
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
レ
な
い
た
め
、
紹
興
末
年
ま
で
の
「
上
供
」
と
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そ
れ
以
降
の
「
上
供
」
と
が
同
一
の
概
念
で
と
ら
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
官
米
調
達
に
お
け
る
雨
税
苗
米
の
貫
徴
額
な
い
し
は
歳
入
と
、
苗
米

上
供
額
お
よ
び
和
雑
額
と
の
関
係
が
陵
昧
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
北
宋
時
代
に
は
、
六
路
雨
税
苗
米
課
額
の
約
牢
分
に
相
賞
す
る
約
四

O
O高
石
と
、
怪
常
的
な
和

雑
米
約
二

O
O高
石
、
計
六

O
O高
石
が
上
供
の
定
額
で
あ
っ
た
。
南
宋
は
准
南
路
を
除
い
て
こ
の
担
額
を
権
承
し
、
四
六
九
高
石
を
上
供
定

額
と
し
て
い
た
が
、
紹
興
の
前
牢
に
は
生
産
の
落
ち
込
み
も
あ
っ
て
苗
米
は
そ
の
質
徴
分
を
す
べ
て
上
供
し
て
い
た
た
め
、
州
燃
で
は
留
州
分

の
苗
米
を
確
保
で
き
ず
、

所
に
よ
っ
て
は
納
入
額
に
匹
敵
す
る
額
の
附
加
税
を
加
耗
米
と
し
て
納
入
さ
せ
て
い
た
。

し
か
し
紹
興
十
八
年
以

後
、
省
倉
や
和
維
場
、

三
総
領
所
の
歳
羅
額
が
定
め
ら
れ
、

ま
た
苗
米
生
産
の
回
復
も
あ
っ
て
、
上
供
定
額
を
超
え
る
職
、
迭
が
可
能
と
な
り
、

紹
興
二
十
六
年
に
は
准
東
・
進
西
両
総
領
所
で
各
年
一

O
O高
石
の
備
蓄
目
標
が
定
め
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
貫
績
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
紹
興
二
十
九
年
に
は
、
各
路
の
上
供
額
の
改
定
が
行
わ
れ
て
苗
米
賓
徴
額
を
新
た
な
上
供
定
額
と
し
て
固
定

し
、
和
雑
は
も
っ
ぱ
ら
備
蓄
を
目
的
と
し
て
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
新
た
な
上
供
定
額
三
三
二
高
石
は
、
雨
税
苗
米
の
上
供
の
定
額
で
あ
っ
て
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和
朋
粧
を
含
ま
ず
、
和
雑
は
ほ
ぼ
二

O
O高
石
の
備
蓄
を
目
標
と
し
、
上
供
米
と
合
わ
せ
て
約
五

O
O高
石
が
嘗
時
の
官
員
兵
士
の
年
間
必
要
額

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
紹
興
三
十
年
に
は
、
各
地
に
駐
屯
す
る
大
軍
に
射
す
る
上
供
米
の
配
分
額
純
計
三

O
O高
石
が
定
め
ら
れ
、
上
供
米
を
供

給
す
る
六
路
の
各
州
軍
に
つ
い
て
、
そ
の
納
入
先
が
定
め
ら
れ
た
。

上
供
額
の
改
定
は
、
紹
興
二
十
九
年
蛍
時
の
苗
米
貫
徴
額
に
基
づ
い
て
い
た
た
め
、
そ
の
後
の
生
産
の
伸
長
や
墾
田
の
増
加
に
よ
っ
て
、
江

西
十
一
州
軍
で
は
、
上
供
定
額
に
劃
し
て
苗
米
の
歳
入
が
大
幅
に
増
え
、
紹
興
年
聞
に
お
こ
り
え
な
か
っ
た
多
額
の
留
州
米
の
確
保
も
可
能
と

な
っ
た
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
明
ら
か
に
上
供
定
額
の
改
定
と
苗
米
歳
入
の
増
額
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

現
存
の
南
宋
の
地
方
志
を
見
る
と
、
雨
税
苗
米
の
歳
入
な
い
し
は
額
管
と
い
わ
れ
る
も
の
と
、

上
供
と
の
匝
別
が
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
る

が
、
こ
れ
ま
で
に
見
た
よ
う
な
、
上
供
瞳
系
の
嬰
化
、

お
よ
び
州
牒
財
政
の
あ
り
方
の
鑓
化
を
ふ
ま
え
た
上
で
扱
わ
な
い
と
、
数
量
的
な
把
握

の
際
に
誤
り
を
閏
回
す
危
険
が
あ
る
。
本
稿
で
は
史
料
が
比
較
的
多
い
江
東
西
を
中
心
に
検
討
し
た
た
め
、
他
路
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
さ
る
べ



は
た
し
て
元
明
以
降
の
南
税
秋
苗

き
問
題
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
宋
代
に
お
け
る
雨
税
苗
米
の
歳
入
ま
た
は
額
管
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、

一
つ
の
見
通
し
が
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な

「
額
管
」
と
同
じ
な
の
か
そ
れ
と
も
ち
が
う
の
か
、
と
い
う
貼
に
つ
い
て
は
、

わ
ち
、
明
代
で
は
明
ら
か
に
秋
苗
原
額
を
固
定
し
た
ま
ま
、
徴
枚
率
の
方
を
出
現
動
操
作
し
て
徴
牧
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
劃
し
て
、
宋
代
で
は

江
府
)
の
よ
う
に
、

上
供
額
が
固
定
さ
れ
、
苗
米
の
歳
入
(
H

H

額
管
、
原
額
)
の
方
が
し
ば
し
ば
蟹
動
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
印
)

首
米
原
額
が
長
期
に
わ
た
っ
て
ほ
と
ん
ど
務
動
し
な
か
っ
た
特
異
な
例
も
あ
る
が
、
第
三
節
で
見
た
よ
う
な
江
西
に
お
け

中
に
は
南
祈
の
蘇
州
(
卒

る
「
科
援
不
均
」
の
現
象
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
な
い
か
ぎ
り
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宋
代
に
お
い
て
は
雨
税
苗
米
の

つ
い
て
は
、
再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
原
額
」
が
永
く
固
定
さ
れ
、
生
産
の
向
上
を
反
映
し
な
い
硬
直
し
た
徴
税
シ
ス
テ
ム
が
園
家
財
政
を
不
健
全
な
も
の
に
し
た
と
い
う
理
解
に
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註ハ
1
)

青
山
定
雄
「
北
宋
の
漕
運
法
に
就
い
て
」
〈
『
市
村
博
士
古
稀
記
今
出
来

洋
史
論
叢
』
一
九
一
一
一
一
一
一
所
枚
)
、
「
唐
宋
時
代
の
縛
運
使
及
び
護
運
使
に

就
い
て
」
(
『
史
準
雑
誌
』
四
四
l
九
、
一
九
一
二
三
)
。

(

2

)

斯
波
義
信
「
宋
代
江
南
秩
苗
額
考
」
〈
『
中
村
治
兵
衛
先
生
古
稀
記
念

東
洋
史
論
叢
』
一
九
八
六
)
、
『
宋
代
江
南
経
済
史
の
研
究
』
前
篇
「
宋

代
長
江
下
流
域
の
経
済
景
況
」
一
宋
代
長
江
下
流
域
の
生
産
性
、
三
長

江
下
流
域
の
市
雑
問
題
(
一
九
八
八
)
。

(
3
〉
拙
稿
「
宋
代
上
供
米
と
均
輪
法
」
(
宋
代
史
研
究
曾
研
究
報
告
第
一
一
一

集
『
宋
代
の
政
治
と
祉
曾
』
所
枚
)
参
照
。

〈4
)

『
宋
史
』
巻
八
八
地
理
志
四
、
江
南
東
西
路
「
(
紹
興
初
〉
以
江
・

洪
・

筒
・
衰
・
度
・
吉
州
・
輿
園
・
南
康
・
臨
江
・
南
安
軍
信
用
江
南
西
路
」
。

ハ
5
)

『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
甲
集
径
一
五
、
四
川
軍
儲
数
「
四
川
軍
儲
、

裁
周
一
百
五
十
六
禽
徐
斜
、
其
十
三
高
徐
斜
放
校
〔
註
略
〕
、

十
七
寓
斜
雑
買
」
。

ハ
6
〉
『
建
炎
以
来
繋
年
商
貫
録
』
(
以
下
『
要
録
』
と
略
構
)
巻
九
六
、
紹

輿
五
年
十
有
二
月
乙
巳
「
江
西
縛
運
司
奉
靭
旨
、
措
置
賑
済
事
件
、
乞

支
降
、
本
路
寅
催
苗
米
五
十
高
石
、
委
提
翠
司
、
以
州
豚
災
傷
分
数
取

媛
、
比
市
債
減
銭
十
分
之
三
、
零
細
出
艇
」
。

(
7
〉
李
綱
『
梁
渓
先
生
文
集
』
巻
八
六
「
准
省
劉
催
諸
州
軍
起
器
拡
大
軍
米

奏
扶
」
に
「
契
勘
、
本
路
逐
年
賀
催
苗
米
、
毎
歳
侵
支
残
欠
、
常
不
下

十
徐
蔦
石
。
且
如
紹
興
三
年
、
計
一
十
八
高
九
千
二
百
徐
石
。
四
年
、

計
十
三
高
三
千
五
百
徐
石
。
五
年
係
皐
傷
、
質
催
数
少
、
亦
計
十
寓
一

千
徐
石
。
所
有
紹
興
六
年
賀
催
、
計
九
十
八
高
徐
石
、
比
之
遁
年
数
多
、

叉
縁
盗
賊
未
息
、
且
約
侵
支
残
欠
、
一
十
五
高
石
。
其
未
後
江
州
米
二

ハヨph-v 

一
百
三
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十
六
禽
徐
石
、若
除
上
項
侵
支
残
欠
一
十
五
世
間
石
、約
止
有
未
起
渡
米
一

十
一
高
徐
石
」
と
あ
る
。
斯
波
氏
は
こ
こ
に
見
え
る
「
侵
支
残
欠
」
の

額
を
紹
興
三
、
四
、
五
年
の
江
西
の
苗
米
貿
催
額
と
す
る
が
(
註
(

2

)

前
掲
「
長
江
下
流
域
の
市
経
問
題
」
二
三

O
頁
)
、
侵
支
残
欠
と
は
本

来
は
徴
枚
で
き
る
は
ず
の
所
を
「
盗
賊
未
怠
」
等
の
理
由
で
徴
枚
で
き

ず
に
飲
額
と
し
て
残
し
た
額
で
あ
っ
て
、
質
催
額
で
は
な
い
。

(
8
)

『宋
曾
要
紙
稿
』
(
以
下
『
宋
禽
要
』
と
略
構
)
食
貨
四

O
市
経
糧

草
、
紹
興
二
年
五
月
二
十
二
日
詔
「
江
東
西
各
雑
一
十
高
石
、
委
催
促

物
吊
郎
官
、
終
合
起
訴担際
付
。
如
不
足
於
食
品
晴
権
貨
務
銭
内
貼
支
。
江

東
於
建
康
府
、
江
西
於
鏡
州
府
封
格
」
。

(

9

)

『
宋
舎
要
』
食
貨
四

O
市
経
糧
草
、
紹
興
三
年
四
月
十
一
日
、
(
張
)

公
済
等
叉
言
「
今
約
度
所
雑
緩
米

・
馬
料
、
於
市
債
上
量
増
債
枚
雑
。

米
五
十
寓
石
、
毎
斗
五
百
文
省
、
計
銭
二
百
五
十
蔦
貫
」
。

(
印
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
四

O
市
雑
糧
草
、
紹
興
四
年
正
月
二
日
都
省
号
一
口

「、近
者
給
降
雑
本
、
令
雨
所
・
江
南
東
西
路
縛
運
司
、
和
雑
斜
斗
六
十

四
蔦
除
石
」
。

(
日
)

『
宋
曾
要
』
食
貨
四

O
市
雑
糧
草
、
紹
興
四
年
七
月
二
十
二
日
中
書

門
下
省
言
「
勘
舎
、
己
降
指
揮
、
今
歳
依
年
例
和
雑
斜
斗
、
己
降
雑
木

三
百
六
十
寓
貫
、
約
終
九
十
高
石
。
詔
更
令
戸
部
措
置
銭
物
二
百
官
肉
質

楢
縫
」
の

(
ロ
)
『
要
録
』
巻
八
七
、
紹
興
五
年
三
月
丁
酉
「
命
権
貨
務
、
降
鞭
紗
六

十
蔦
網
、
赴
都
督
行
府
、
牧
雑
江
南
早
禾
米
」
。

(
日
)
『
梁
渓
先
生
文
集
』
巻
八
六
准
省
劉
催
諸
州
軍
起
昨
拡
大
軍
米
奏
吠

「
弁
和
雑
米
滅
克
三
高
外
、
牧
薙
三
十
七
寓
石
」
。

(
M
)

『
要
録
』
径
三
二
、
紹
興
八
年
八
月
乙
丑
「
於
是
降
本
銭
四
百
高

縮
、
令
於
六
路
堕
熟
之
地
、
置
場
和
維
鷲
」
。

(
日
)
『
宋
史
』
巻
二
九
高
宗
紀
六
、
紹
興
八
年
夏
四
月
庚
申
「
初
置
戸
部

和
維
場
子
臨
安
」
。

(
凶
)
『
宋
史
』
各
二
九
高
宗
紀
六
、
紹
興
十
一
年
五
月
辛
丑
「
置
雨
准
・

江
東
西

・
湖
庚
京
西
三
道
徳
領
軍
馬
銭
糧
官
、
の
掌
報
渡
御
前
軍
馬
文

字」。

(
口
〕
『
要
録
』
径
一
四

O
、
紹
興
十
有
一
年
六
月
笑
酉
「
分
行
在
省
倉
魚

三
界
、
百
五
十
高
例
。
凡
民
戸
白
苗
米
、
南
倉
受
之
、
以
康
宗
室
百

官
、
震
上
界
。
次
苗
米
、
北
倉
受
之
、
以
給
衛
士
及
五
軍
、
告
畑
中
界
。

糧
米
、
東
倉
受
之
、
以
備
諸
軍
月
糧
、
震
下
界
」
。

(
時
)
註
(
口
)
参
照
。

(
川
口
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
四
O
市
経
糧
草
、
紹
興
十
八
年
間
八
月
九
日
の
戸

部
の
言
に
は
「
欲
令
鱒
運
司
、
於
卒
江
府
並
臨
安
府
、
踏
逐
高
阜
空

地
、
量
蓋
倉
敷
、
以
行
在
戸
部
和
維
場
潟
名
、
鰐
客
人
従
便
中
経
、
毎

歳
各
以
二
十
高
石
魚
額
」
と
あ
っ
て
行
在
戸
部
和
羅
場
で
計
四

O
高
石

の
和
雑
を
定
額
と
し
た
。
ま
た
省
倉
三
界
に
つ
い
て
は
「
今
立
定
毎
放

牧
絃
数
目
、
上
界
六
千
石
、
中
界
五
蔦
石
、
下
界
二
十
五
蔦
石
」
、
三

総
領
所
に
つ
い
て
は

「准
西
総
領
所
一
十
六
世
間
五
千
石
、
准
東
総
領

所

・
湖
底
等
路
線
領
所
各
一
十
五
高
石
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

省
倉
三
界
の
歳
殺
総
額
は
三

O
寓
六
千
石
、
雨
漏
に
お
け
る
放
経
総
額

は
七

O
蔦
六
千
石
と
な
る
。
し
か
し
『
要
録
』
巻
一
五
八
、
紹
興
十
有

八
年
間
八
月
甲
子
の
僚
に
は
「
途
命
臨
安

・
5
1
江
府
、
准
東
西
・
湖
北

三
総
領
所
、
放
経
米
百
二
十
高
石
有
奇
、
用
戸
部
詰
也
。
掘
削
西
凡
雑
七

十
六
高
石
、
行
在
省
倉
三
界
三
十
五
高
五
千
、
臨
安
・
卒
江
府
場
各
二

十
高
、
准
西
総
領
所
十
六
高
五
千
、
湖
北

・
准
東
比
由
十
五
高
石
。
時
行

- 60ー
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在
裁
支
凡
三
百
三
十
六
高
石
有
奇
、
市
新
江
剤
湖
上
供
米
綱
、
才
三
百

高
石
、
故
朋
雅
之
。
三
総
領
所
奮
不
立
額
、
及
是
比
仇
行
下
」
と
あ
り
、

新
西
の
裁
緩
額
は
七
六
高
石
、
行
在
省
倉
三
界
は
計
三
五
高
五
千
石
と

な
っ
て
い
る
。
新
西
の
品
腕
雑
額
七
六
高
石
と
い
う
の
は
行
在
省
倉
三
界

の
計
三
五
高
五
千
石
と
臨
安
・
卒
江
府
の
和
羅
場
の
放
経
額
四
O
高
石

を
合
わ
せ
た
額
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
宋
曾
要
』
に
上
界
「
六
千

石
」
と
あ
る
の
は
「
六
高
石
」
或
い
は
「
五
高
五
千
石
」
の
誤
り
と
考

え
ら
れ
る
。

(
却
)
「
行
在
戸
部
和
線
場
」
の
放
経
が
「
聴
客
人
従
便
中
薙
」
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
先
に
見
た
が
、
『
宋
曾
要
』
食
貨
四

O
市
雑
糧
草
、
紹
興

二
十
八
年
九
月
十
六
日
に
は
、
「
剤
湖
北
路
線
領
所
、
己
承
朝
旨
、
於

鼎
・
澄
・
岳
州
及
京
西
衷
陽
府
・
郡
州
、
取
機
銭
枚
雑
客
販
米
斜
一
十

五
首
門
石
、
充
成
兵
歳
用
」
と
あ
り
、
湖
康
総
領
所
の
歳
殺
額
一
五
蔦
石

も
も
っ
ぱ
ら
客
販
の
米
側
附
に
よ
っ
て
い
た
。
ま
た
『
宋
曾
要
』
食
貨
四

O
市
薙
糧
草
、
紹
興
二
十
九
年
間
六
月
五
日
戸
部
の
言
に
も
「
今
来
秋

成
不
還
、
欲
預
行
措
置
儲
蓄
牧
線
、
以
信
用
賑
貸
之
備
。
今
欲
科
降
本
銭

及
取
媛
昨
常
卒
司
賑
雑
到
銭
、
令
逐
路
鞠
運
司
、
選
委
清
強
官
、
置
場

或
就
客
船
輿
販
到
米
制
問
、
増
債
通
融
牧
雑
」
と
あ
る
。
し
か
し
乾
道
以

降
に
な
る
と
、
江
西
・
湖
南
北
な
ど
で
和
維
が
附
加
税
の
ご
と
く
徴
牧

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
『
宋
舎
要
』
食
貨
四

O
市
雑
糧
草
三
、

乾
道
元
年
八
月
十
七
日
僚
、
胡
寅
『
斐
然
集
』
巻
二
五
先
公
行
獄
、
王

炎
『
隻
渓
文
集
』
巻
一
一
上
劉
岳
州
書
、
高
斯
得
『
駈
堂
存
稿
』
各
四

永
州
績
康
恵
倉
記
等
に
見
え
る
。

(
れ
)
『
要
録
』
巻
一
五
八
、
紹
興
十
有
八
年
間
八
月
甲
子
「
祈
江
剤
湖
上

供
米
綱
才
三
百
高
石
、
故
縫
之
」
。

(
泣
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
六
二
義
倉
、
紹
興
三
十
二
年
十
一
月
十
四
日
臣
僚

言
「
伏
親
、
近
日
子
准
東
西
線
領
司
、
各
椿
苗
米
一
百
高
碩
、
備
宣
撫

司
移
屯
支
用
」
。

(
お
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
六
四
上
供
、
紹
興
二
十
九
年
八
月
二
十
三
日
の
戸

部
の
言
に
「
今
欲
令
逐
路
漕
司
、
奥
州
軍
嘗
職
官
、
勝
今
年
合
護
上
供

額
斜
、
具
〔
且
〕
依
年
例
数
目
認
椿
」
と
あ
り
、
同
文
が
紹
興
三
十
一

年
八
月
二
十
六
日
の
戸
部
の
言
に
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
い
う
「
年
例

数
日
」
は
上
供
「
奮
額
」
で
あ
り
、
改
定
後
二
三
年
は
ま
だ
新
定
額
を

適
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
剖
)
斯
波
氏
は
こ
の
上
供
額
の
改
定
に
つ
い
て
、
註
(

2

)

前
掲
書
前
篇
一

宋
代
長
江
下
流
域
の
生
産
性
3
財
政
座
力
の
枠
組
み
と
推
移
に
お
い

て
、
「
生
産
水
準
向
上
に
即
熔
し
な
い
原
額
主
義
、
そ
し
て
原
額
自
鐙

の
寅
質
削
減
は
、
明
か
な
財
政
矛
盾
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の

と
き
上
供
定
額
は
減
じ
た
が
、
雨
税
苗
米
の
原
額
を
削
減
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
ま
た
改
定
後
の
上
供
定
額
は
嘗
時
の
苗
米
の
貿
徴
額
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
逆
に
新
た
な
上
供
定
額
は
首
時
の
苗
米
の
生

産
性
水
準
に
即
廃
し
た
額
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
お
)
紹
興
二
十
九
年
九
月
に
諸
路
の
上
供
額
を
改
定
し
て
以
後
、
翌
年
正

月
に
上
供
米
の
各
地
大
軍
へ
の
分
配
額
を
決
定
す
る
ま
で
の
期
間
に
、

全
鐙
と
し
て
三
二
高
石
の
減
額
が
行
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
嘗

時
、
上
供
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
州
軍
に
課
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

(
『
宋
曾
要
』
食
貨
六
二
義
倉
、
乾
道
五
年
二
月
二
日
、
知
寧
園
府
銭
端

櫨
言
、
・
・
乞
今
後
有
上
供
去
慮
、
賂
見
在
常
卒
米
、
捧
其
不
陳
腐
者

許
免
裂
。
本
年
上
供
、
却
賂
牧
到
新
米
、
依
数
椿
管
。
内
無
上
供
州
豚
、

聴
以
陳
易
新
、
則
常
卒
所
貯
歳
〔
議
〕
皆
新
米
、
無
陳
腐
折
欠
之
患
)
。
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紹
興
三
十
年
に
定
め
た
上
供
米
の
科
援
地
の
中
に
は
、
江
東
の
徽
州
、

江
西
の
笥
州

・
案
州

・
絡
州
・
湖
南
の
桂
陽
監
・
武
岡
軍
、
湖
北
西
部

の
敏
州
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
(
園
1
参
照
)
、
右
期
開
中
に

こ
れ
ら
の
州
へ
の
上
供
米
の
科
綴
が
担
加
除
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
た

だ
し
鋳

・
報

・
亥
の
三
州
は
そ
の
後
明
ら
か
に
上
供
を
行
っ
て
い
る

(
筒
州
八
高
六
千
石
、
務
州
三
高
石
、
実
州
五
蔦
石
。

表

4
参
照
)
。

(
お
〉
『
要
録
』
俳
句
一
八
五
、
紹
興
三
十
年
五
月
乙
酉
「
初
置
江
州
駐
劉
御

前
諸
軍
都
統
制

一
員
、
以
殿
前
及
歩
軍
司
兵
各
三
千
人
、
馬
軍
司
及
新

招
兵
各
二
千
人
殺
之
」。
『
宋
史
』
巻
三

一
高
宗
紀
八
、
紹
興
三
十
年
六

月
辛
未
「
以
江
西
・
庚
東

・
湖
南
折
由
m
・
経
総
制
銭
合
六
十
蔦
縮
、
江

西
米
六
蔦
石
、
充
江
州
軍
鵬
首
」
。

(
幻
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
四
O
市
雑
糧
古
午
、
紹
興
三
十
年
九
月
四
日
戸
部
言

「
外
路
諸
大
軍
放
用
馬
料
、
契
勘
、
江
新
湖
南
路
見
管
和
懇
到
米
斜

数
多
、
欲
令
逐
路
鞠
運
司
、
於
年
額
上
供
米
内
、
折
納
馬
料
。
の
賂
折

納
過
上
供
米
数
、
却
於
和
雑
到
米
内
、
依
数
援
還
起
夜
、
赴
合
属
去
屍

卸
納
」
。
そ
の
内
誇
は
、
雨
掘
削
、
江
東
、
江
西
の
上
供
米
そ
れ
ぞ
れ
一

O
高
石
、
八
高
石
、
八
高
石
を
、
そ
れ
ぞ
れ
馬
料
二
O
高
石
、
二
ハ
高

石
、
二
ハ
高
石
に
折
納
し
て
卒
江
府
・
鋲
江
府
、
建
康
府

・
池
州

・
宣

州
、
聞
神
州
・
刑
南
府
に
捲
管
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
勾
)
張
蔭
麟
「
宋
史
丘
ハ
志
術
開
」

(
『
中
園
吐
舎
経
済
史
集
刊
』
六
|
一一)

参
照
。

(
ぬ
)
『
宋
舎
要
』
食
貨
四

O
市
経
糧
草
、
紹
興
二
十
九
年
間
六
月
五
日
戸

部
言
「
今
来
秩
成
不
迷
、
欲
預
行
措
置
儲
蓄
牧
雑
、
以
魚
賑
貸
之
備
。

今
欲
科
降
木
銭
及
取
扱
昨
常
卒
司
賑
雑
到
銭
、
令
逐
路
楠
開
運
司
、
選
委

清
強
官
、
霞
場
或
就
客
船
輿
販
到
米
斜
、
増
債
通
融
牧
雑
」。『
宋
史
』

経
三一

高
宗
紀
八
、
同
年
間
六
月
丁
巳
「
命
江
湖
新
西
五
漕
司
、
増
僚

経
米
二
百
二
十
高
石
、
赴
沿
江
十
郡
、
白
剤
至
常
州
、
以
備
賑
貸
」
。

(

ω

)

『
要
録
』
巻
一
八
五
、
紹
興
三
十
年
秩
七
月
甲
辰
「
詔
戸
部
、
科
降

銀
銭

一
百
二
十
五
高
絹
、
令
雨
漸
江
湖
六
路
鱒
運
司
、
置
場
市
軍
儲
。

逼
去
年
己
懇
数
篤
三
百
寓
石
」
。

(
幻
)
『
宋
舎
要
』
食
貨
四

O
市
雑
糧
草
、
紹
興
三
十
二
年
七
月
二
十
七
日

「江
准
東
西
路
宣
撫
使
張
俊
言
、
面
奉
聖
訓
、
令
措
置
牧
雑
米
斜
、
目

今
江
掘
削
堕
稔
、
宜
拾
眠
時
措
置
、
所
有
線
本
、
乞
従
御
前
支
降
、
所
経
米

斜
、
全
額
差
出
使
臣
及
所
委
官
経
時
措
置
、
:
・
詔
令
内
庫
支
降
銀
三

十
高
雨
、
徐
並
依
」
。

(
m
M
)

『
宋
曾
要
』
食
貨
六
二
義
倉
、
紹
興
三
十
二
年
十
一
月
十
四
日
「
戸

部
申
乞
、
子
商
高
削
漕
司
和
雑
米
、
簸

一
十
三
高
二
千
絵
碩
赴
准
東
、
江

東
西
漕
司
和
雑
米
弁
江
西
上
供
米

・
建
康
中
納
米
九
千
碩
、
共
三
十
七

高
四
千
徐
碩
、
赴
准
西
充
格
積
米
、
其
江
東

・
福
山
西
常
卒
米
、
更
不
取

扱
。
従
之
」。

(
お
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
四
O
市
経
糧
草
、
隆
輿
元
年
七
月
二
十
五
日
戸
部

言

「内
外
不
佳
添
屯
軍
馬
合
用
線
斜
、
比
替
債
増
庚
寓
数
浩
瀞
、
今
来

秋
成
不
透
、
理
宜
措
置
牧
殺
、
添
助
支
用
。
・
:
欲
漸
西
路
縫
四
十
寓

碩
、
支
降
本
銭
八
十
蔦
貫
、
緩
到
米
、
除
援
付
准
東
総
領
所
、
補
湊
椿

積
米
一
百
高
石
数
外
、
絵
並
赴
卒
江
府

・
銀
江

・
常
州
安
頓
。
江
東
路

程
三
十
高
石
、
支
降
本
銭
六
十
首
門
賞
、
経
到
米
、
除
援
赴
准
西
総
領

所
、
補
湊
格
積
米

一
百
蔦
碩
数
外
、
徐
並
赴
建
康
・
太
卒
州

・
池
州
安

頓
。
江
西
路
雑
二
十
蔦
碩
、
支
降
本
銭
四
十
世
同
貫
、
雑
到
米
、
並
赴
江

州
安
頓
。
湖
南
路
緩

一
十
高
石
、
支
降
本
銭
二
十
寓
貫
、
其
殺
到
米
、

並
赴
那
州
・
岳
州
安
頓
」。
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(

M

)

『
宋
舎
要
』
食
貨
四

O
市
経
糧
革
、
隆
輿
元
年
八
月
一
日
臣
僚
言

「
昨
降
指
簿
、
支
給
関
子
一
百
高
寅
、
前
去
爾
准
置
場
校
雑
米
斜
」
。

(
お
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
四

O
市
懇
糧
草
、
降
輿
元
年
九
月
十
四
日
戸
部
言

「
今
年
雨
漸
州
軍
、
回
畝
災
傷
数
多
、
所
用
椴
餅
浩
帯
、
叉
有
准
南
添

屯
大
軍
、
用
度
増
庚
。
江
西
累
歳
堕
熱
、
米
債
低
卒
、
乞
枚
絃
米
一
百

高
石
、
以
備
支
使
、
:
:
・
護
教
起
到
銀
江
府
総
領
所
椿
管
」
。
従
之
。

(
お
)
『
宋
舎
要
』
食
貨
四
O
市
経
糧
草
、
隆
興
二
年
八
月
三
日
詔
「
支
降

本
銭
三
百
四
十
高
五
千
貫
、
付
逐
路
沿
流
州
軍
守
臣
、
置
場
別
項
和
雑

米
一
百
五
十
高
石
」
。
戸
部
言
「
去
歳
江
西
己
承
指
揮
、
和
維
米
一
百

高
石
。
今
歳
若
更
行
政
雑
一
百
五
十
高
石
、
窃
慮
数
目
稀
多
、
銀
於
牧

籍
、
及
難
以
起
夜
、
今
相
度
、
欲
止
依
去
年
例
支
降
本
銭
、
和
雑
米
一

百
高
石
、
乞
依
年
例
、
下
隆
輿
府
・
吉
州
・
筒
州
・
江
州
・
撫
州
・
臨

江
軍
・
緒
州
・
建
昌
軍
政
経
、
並
限
来
年
二
月
彩
、
一
切
了
畢
、
赴
設

付
准
東
総
領
所
迭
納
」
。

ハ
幻
〉
『
宋
曾
要
』
食
貨
六
二
京
諸
倉
、
乾
道
三
年
七
月
二
十
三
日
詔
「
今

銃
後
〔
候
〕
秋
成
、
委
行
在
和
濯
場
官
吏
、
於
新
置
二
百
高
石
倉
内
、

経
米
二
十
高
石
」
。
問
、
十
二
月
十
二
日
、
戸
部
言
「
近
承
指
揮
、
創

蓋
新
倉
、
候
秋
成
委
行
在
和
雑
場
官
吏
、
就
本
倉
牧
殺
米
三
十
高
石
」
。

詔
「
依
戸
部
所
申
、
の
以
墜
儲
倉
篤
名
」
。

(
お
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
四

O
市
綾
糧
草
三
、
乾
道
三
年
七
月
二
十
三
日
詔

「
見
創
蓋
二
百
世
間
碩
倉
敷
、
所
有
合
儲
積
米
斜
、
候
将
来
秋
成
、
枚
雑

八
十
七
蔦
碩
、
並
係
約
度
歳
計
支
遣
外
、
充
新
倉
椿
緋
之
教
」
。

(

ω

)

『
宋
曾
要
』
食
貨
四

O
市
経
糧
草
三
、
乾
道
六
年
四
月
十
五
日
、
戸

部
侍
郎
・
江
市
削
剤
湖
准
康
一
踊
建
等
路
都
大
震
運
使
史
正
志
言
「
戸
部
去

歳
降
本
銭
三
百
九
十
五
寓
徐
貫
、
毎
斗
約
三
百
文
省
潟
市
午
、
約
雑
米
一

百
三
十
高
碩
」
。

(

ω

)

『
宋
曾
要
』
食
貨
六
二
京
諸
倉
、
乾
道
五
年
十
一
月
七
日
詔
「
省
倉

中
〔
界
〕
、
改
作
堕
儲
倉
、
却
賂
東
育
門
外
塑
儲
倉
、
改
作
省
倉
中
界
、

逐
倉
有
管
米
界
、
以
新
易
陳
支
遺
」
。

(
狙
)
『
宋
舎
要
』
食
貨
四
四
漕
運
四
、
乾
道
八
年
正
月
一
日
「
先
是
上
封

者
言
、
諸
路
銭
米
綱
運
、
近
多
少
欠
、
今
取
曾
乾
道
五
年
・
六
年
行
在

綱
運
、
爾
年
計
欠
銭
二
高
四
千
九
十
四
貫
、
米
五
寓
一
千
八
百
九
十
三

碩
、
料
四
千
五
百
六
十
九
碩
」
。
同
四

O
市
雑
糧
草
三
、
乾
道
六
年
十

月
八
日
宗
正
少
卿
兼
戸
部
侍
郎
王
佐
言
「
今
賂
納
到
綱
運
井
見
在
米
約

度
、
可
以
支
充
乾
道
七
年
歳
計
使
用
。
欲
乞
賂
省
倉
坐
倉
井
和
羅
場
所

雑
客
米
、
並
権
佳
雑
L

。

(
必
)
『
宋
舎
要
』
食
貨
四
O
市
雑
糧
草
三
、
乾
道
七
年
八
月
十
七
日
、
滋

東
総
領
禁
洗
言
「
本
所
椿
管
米
、
除
取
援
外
、
向
有
米
一
高
六
千
徐

碩
、
雄
近
蒙
指
揮
、
令
江
西
和
雑
米
内
取
援
一
十
寓
碩
、
赴
本
所
格

管
、
若
無
抱
欠
、
除
綱
運
破
耗
外
、
通
不
満
十
高
碩
:
:
:
」
。
詔
「
令

銀
江
府
、
於
椿
管
朝
廷
舎
子
内
、
支
簸
四
十
高
貫
、
付
夜
間
洗
牧
雑
二
十

寓
碩
」
。

ハ
円
相
〉
『
宋
舎
要
』
食
貨
四

O
市
薙
糧
草
三
、
乾
道
八
年
十
二
月
十
三
日
、

中
書
門
下
言
「
湖
康
総
領
所
格
管
米
、
見
在
数
日
不
多
、
訪
問
江
西
・

湖
南
及
責
州
・
漢
陽
軍
等
慮
、
今
歳
堕
稔
、
米
債
毎
碩
不
過
一
貫
四
百

文
。
合
措
置
牧
縫
椿
管
」
。
詔
「
令
李
安
園
取
援
本
所
見
椿
管
直
使
舎

子
五
十
高
貫
、
委
官
於
盟
熟
州
軍
、
置
場
持
政
時
牧
雑
、
並
設
赴
野
州
、

令
守
臣
認
敷
椿
管
」
。

(
M
H
)

『
宋
舎
要
』
食
貨
四
O
市
雑
糧
草
三
、
乾
道
九
年
九
月
九
日
詔
「
秀

州
・
卒
江
府
、
合
委
官
置
場
経
時
和
雑
米
五
高
碩
L

。
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(
必
)
『
宋
舎
要
』
食
貨
四

O
市
総
糧
草
三
、
乾
道
九
年
九
月
二
十
一
日
中

書
門
下
言
「
詔
令
准
東
西
総
領
所
、
各
委
官
置
場
、
掛
眠
時
依
市
償
牧
雑

五
寓
碩
、
就
本
所
認
数
椿
管
」
。

(
必
)
『
宋
曾
要
』
食
貨
四

O
市
雑
糧
草
三
、
乾
遁
九
年
十
一
月
十
二
日
、

知
建
康
府
事
充
江
南
東
路
安
撫
使
兼
行
後
留
守
洪
遜
言
「
本
府
近
被
旨
、

支
綴
椿
管
曾
子
、

置
場
縫
米
一
十
高
碩
」
。

(
灯
)

『宋
舎前
広』
食
貨
四

一
和
程
、
淳
照
元
年
十
二
月
二
十
日
詔
「
今
放

江
西
路
盟
稔
、
令
本
路
漕
臣
、
委
官
於
盟
熟
州
軍
、
置
場
依
市
僚
枚
緩

二
十
高
石
、
左
磁
南
上
庫
、

支
降
本
銭
三
十
高
貫
、
其
雑
到
米
、
令
守

臣
認
数
格
管
」
。

(
必
)
『
宋
舎
前
官
』
食
貨
四
一
和
雑
、

淳
隈
元
年
十
二
月
二
十
日
誌
「
二
年

九
月
、
叉
子
左
磁
南
上
庫
、

支
降
本
銭
、
令
江
西
縫
二
十
高
石
、
湖
南

十
五
高
石
」
。

(
ぬ
)

『宋
禽
要
』
食
貨
凶
一

和
雑
、

淳
照
二
年
十
月
二
日
詔
「
准
東
総
領

銭
良
臣
、
分
委
官
於
逐
州
府
同
職
官
一
員
、
置
場
枚
雑
。
秀
州
七
高
五

千
石
、
湖
州
七
高
五
千
石
、
卒
江
府
十
高
石
、
起
赴
本
所
格
管
。
本

銭
、
於
銀
江
府
格
州民
朝
廷
銀
内
支
降」
。

(
印
)

『
宋
史
』
径
三
五
孝
宗
紀
三、

淳
照
五
年
秋
七
月
丁
亥
「
以
戯
盟
、

A
叩
沿
江
縫
米
百
六
十
高
石
、
以
康
法
儲
」
。

(
日
)

『宋
品問
要
』
食
貨
六
二
諸
州
倉
庫
、
淳
照
五
年
間
六
月
十
一
日

詔

「
銀
江
・
建
康
府
、
各
置
縛
般
倉
一
所
、
銀
江
府
於
例
外
、
建
康
府
於

石
頭
城
修
築
、
各
置
文
武
監
官
一

員
、
総
領
専
一
提
領
」
。

(
臼
)
王
折

『
績
文
献
通
考
』
巻
三
一
雑
、

淳
照
七
年
「
三
省
奏
、
去
歳
盟

稔
、
今
放
米
賎
、
所
在
和
維
笹
口勝
、
倉
東

〔
康
〕
忍
溢
。
其
江
東
路
諸

郡
上
供
米
、
初
令
就
近
赴
金
陵

・
銀
江
倉
、
今
雨
庭
守
臣
皆
云
無
可
盛

貯
。
乞
依
奮
設
赴
行
在
腫
儲
西
倉
」
。

(
臼
)
『
宋
史
』
巻
三
五
孝
宗
紀
三
、
淳
照
九
年
秩
七
月
壬
辰
詔

「
渡
所
儲

和
雑
米
百
四
十
蔦
石
、
補
淳
照
八
年
賑
済
之
教
、
子
沿
江
屯
駐
諸
州
捲

管
L

。

(

U

A

)

『洪
武
蘇
州
府
志
』
巻
八
官
字

「
戸
部
百
高
倉
、
在
閤
門
一一袋
、
西
倉

開
耀
三
年
瓶
、
以
府
職
曹
官
兼
。
嘉
定
二
年
、
始
命
官
事
堂
一
¥
以
都
司

提
領
、
憲
司
措
置
。
烹
倉
、
嘉
照
末
期
」
。

(
日
)
『
宋
史
』
巻
四
三
理
宗
紀
三
、
淳
稀
九
年
九
月
丙
子
「
詔
鎗
輿
宙
局
、

提
領
戸
部
財
用
、
置
新
倉
積
貯
百
二
十
高
、
名
淳
柏
倉
」
。

(
白
山
)
『
洪
武
蘇
州
府
志
』
巻
八
官
字
「
賓
結
百
首
門
倉
、
在
至
徳
廟
後
。
賓

結
五
年
、
越
奥
慾
請
建
数
二
百
五
十
問
、
凌
河
港
舟
、
直
抵
倉
山
芹
」
。

(
幻
)
『
宋
史
』
巻
一
七
五
食
貨
志
和
雑
「
開
慶
元
年
、
沿
江
制
置
司
賂
雑

米
五
十
高
石
、
湖
南
安
撫
司
縫
米
五
十
高
石
、
雨
漏
削
鱒
運
司
五
十
高
石
、

准
掘
削
時
抗
運
司
二
百
高
石
、

江
東
提
傘
司
三
十
高
石
、
江
西
鱒
運
司
五
十

高
石
、
湖
南
勝
運
司
二
十
蔦
石
、
太
卒
州

一
十
高
石
、
准
安
州
三
十
蔦

石
、
高
郵
軍
五
十
高
石
、
漣
水
軍
一
十
高
石
、
慶
州
一
十
高
石
。
並
親

時
、
以
一
色
合
子
設
下
牧
雑
、
以
供
軍
飼
」
と
あ
り
、
合
計
五
六

O
高

石
と
な
る
。

な
お
『
至
順
鎖
江
士
山
』
巻
六
賦
税
に
「
亡
宋
権
臣
賀
似

道
、
魚
因
連
年
用
丘
一
、
糧
食
不
給
、
造
緒
幣
七
八
千
古
問
、
於
問
所
江
東

西
和
雑
米
八
百
徐
首
問
削
、
接
済
軍
飼
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
公
団
法
に

と
も
な
う
措
置
で
あ
る
。

(
日
)
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
六

O
、
慶
暦
七
年
夏
四
月
丁
卯
「
上
封

者
言
、
諸
路
関
連
司
庚
要
出
剰
、
求
掬
於
上
。
民
総
賦
税
、
己
是
大
牢

之
賦
、
叉
令
加
耗
、
謂
之
潤
官
。
江
西
諸
路
州
軍
醐
恒
例
、
百
姓
納
米
一

石
、
出
剰
一
斗
、
往
往
有
緊
欽
之
臣
、
加
耗
之
外
、
更
要
一
斗
」
。
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(
印
)
周
藤
吉
之
「
南
宋
の
耗
米
と
倉
吏
・
撹
戸
と
の
関
係
」
(
『宋
代
史
研

究
』
所
牧
)
参
照
。
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(

ω

)

宮
津
知
之
「
宋
代
先
進
地
帯
の
階
層
構
成
」
(
『
鷹
陵
史
由
学
』
一

O
、

一
九
八
五
〉
参
照
。
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THE PROBLEM OF IRON COINS IN SHAANXI 陵西AND

　

HEDONG河東CIRCUITS DURING THE SONG PERIOD

MiYAZAWA Tomoyuki

　　　

In the Northern Song, iron coinＳ　'Ｗereissued in the peripheral circuits

such as Shaanxi and Hedong both in order to meet the increasing military

expenditures necessitated by the χiχia threat and in order to uphold the

copper cash standard by limiting the outflow of copper coins. By ｒｅｅχ-

amining the changes in monetary policy regarding iron coins in these two

circuits and investigating the mechanisms through which private coinage

of iron coins came　into being, this paper sheds light on some unique

aspects of the monetary economy of Song China｡

　　　

The coexistence of copper and iron coins necessitated ａ multipleχ

price system. The availability of diffe「entkinds of iron coins in different

circuits prevented commodities from circulating on ａ nationwide scale. Both

of these two factors, which partly contributed to private coinage of iron

coins, seriously conditioned the development of the monetary economy of

Song China｡

　　　

The value of iron coins was apparently丘χed arbitrarily by the state;

that is, it had nothing to do either with the market forces of demand and

supply or with the intrinsic value of the metal. The issue of iron coins

played an important part in favor of the government finance, but it under-

mined the unity of the copper cash standard.

REGULAR TRIBUTE GRAIN 上供米AND REGULAR TAX

　

GRAIN雨穏米IN THE SOUTHERN SONG DYNASTY

Shimasue Kazuyasu

　　

At the beginning of the Southern Song period, the regular tribute

grain consisted, as it had in the Northern Song, of both regular tａχgrain

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



and harmonious purchase grain 和親米. The annual quota was fixed at

4,690,000 shi 石, which was the amount of the quota in the Northern Song

minus the quota for Huainan淮南circuit. But because of decreasing grain

production, the quota of regular tributegrain was not actually able to be

established,tax grain collectedat prefecture/county levels had to be remit-

ted in full to the central government, and local government ｏ伍ces had to

collectlarge surcharges 加耗to meet their own need｡

　　

Later, the　annual　quota of harmonious　purchase grain was　set at

1,225,000 shi in 1148, and then at 2,000,000 shi in 1156. In 1159, the

harmonious purchase grain was then separated from the regular tribute

grain, the annual quota of which was fixed at 3,320,000 shi, that is, the

amount that was actually collectedin the said year. Establishing ａ quota

for regular tributegrain improved the financialpositionof prefecture/county

authorities,whose income increased because of growth in grain production.

This period saw storage granaries 備蓄倉being built one after another in

local area, which received harmonious purchase grain according to their

respective quotas. This system, however, began to break down around

1250 with the escalation of the war with the Mongol.

THE CONTROVERSY OVER NATIVE OPIUM

　　　　　　

IN LATE QING CHINA

NlIMURA Yoko

　　

In late Qing period, especially from the 1850s on, the production of

opium began to spread all over China, in spite of strict prohibition against

poppy cultivation at that time. Only ａ few influential officialsinsisted on

the prohibition, on the grounds that the cultivation of poppies reduced grain

crops.

　

They argued that poppy cultivation which contributed to famines

should be prohibited. On the other hand, ａ stronger party of ｏ伍cials advo-

cated the legalization of opium production at home in order to compete with

the imports of opium from abroad.　They wanted to exclude all opium

imports to stem the outflow of silver.　Li Hongzhang strongly supported

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－
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